


は し が き

財団法人 資産評価システム研究センターは、適切な地域政策の樹立に資するため、

地域の資産の状況及びその評価の方法に関する調査研究等の事業を実施することを目的

として設立されました。

当評価センターにおける調査研究は、資産評価の基礎理論及び地方公共団体等におけ

る資産評価技法の両面にわたって、毎年度、学識経験者及び自治省並びに地方公共団体

等の関係者をもって構成する資産評価 システム、土地、家屋及び償却資産の各部門ごと

の研究委員会において行われ、その成果は、会員である地方公共団体及び関係団体等に

調査研究報告書として配布 し、活用されているところであります。

本年度の資産評価システム研究委員会の調査研究テーマは、固定資産地図情報の利活

用とシステム化に関する調査研究 といたしました。

本報告書は、固定資産業務における地図情報利用の実態及びシステム化について調査

し、地図情報利活用とシステム化のあり方について調査研究を行った成果であります。

このたび、その調査研究の成果をとりまとめ、 ここに、公表する運びとなりましたが、

この機会に、熱心にご研究、ご審議をいただきました委員及び専門員並びに実地調査に

当たり、種々ご協力を賜りました地方公共団体関係者各位に対 し、心から感謝申し上げ

ます。

なお、当評価センターは、今後とも、所期の目的にそって、事業内容の充実及び地方

公共団体等に役立つ調査研究に努力をいたす所存でありますので、地方公共団体をはじ

め関係団体の皆様のなお一層のご指導、ご援助をお願い申し上げます。

最後に、この調査研究事業は、(財)日本船舶振興会の補助金の交付を受けて実施したも

のであり、改めて深 く感謝の意を表するものであります。

平成7年3月

財団法人 資産評価システム研究センター

理 事 長 渡 辺 功
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Ⅰ調 査 研 究 の 目 的 等

1目 的

この調査研究は、固定資産税業務において評価の均衡化 ・適正化に資するための地図情報の標準

的な利用法を把握するとともに、評価関係者における課税業務の省力化 ・効率化に資することを目

的とするものである。

当評価センターでは、資産評価のシステム化について、平成3年 度か ら5年 度にかけ評価の標準

的 ・合理的手法 ・土地評価の電算システム化に関する調査研究を進めてきたところである。

この調査研究では用途地区 ・状況類似地域(区)区 分、主要な街路の路線価よりその他の街路の

路線価を算出する 「土地価格比準システム」、路線価付設の調査研究を行い、一連の土地(宅 地)評

価事務のシステム化を図ることによって、全体 として均衡のとれた土地評価を可能ならしめるシス

テムの構築を試みたところである。

また、当評価センターでは平成5年 度から固定資産の現況調査事業を開始 した。 この事業は、固

定資産の課税客体を把握するために航空測量写真撮影を し、各種の図形をデジタル化作成、磁気

テープ(MT)等 による情報の管理、運用をし課税の適正化を図ることを目指す ものである。

そこで、当委員会では、固定資産税業務における地図情報の利用の実態及び固定資産評価のシス

テム化について調査 し、固定資産評価に係る地図情報の利活用を図ることを目的として標準システ

ムのあり方を探るための、調査研究に取り組むこととした。

2検 討事項

(1)固 定資産税業務における地図情報の利活用の実態把握

ア 固定資産税業務における地図情報の利活用はどう図られているか

イ 固定資産税業務と他の行政分野における地図情報はどのような関連をもって利活用が図られ

ているのか

ウ 具体的に地方公共団体における地図情報利活用の実態はどうなっているのか

エ固定資産評価業務における地図情報の利活用はどこまで図ればよいのか

(2)固 定資産評価業務の地図情報利活用の電算システム化に関する意見

ア 固定資産評価業務の地図情報利活用において電算システム化になじみ易い処理業務は何か

イ 固定資産評価業務の地図情報利活用において電算システム化を進める場合の作業手順等はど

うあるべきか
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3調 査研究事項

(1)固 定資産税業務における地図情報の利活用の実態に関する調査研究

ア 固定資産税業務における地図情報の利活用に関する調査

(ア)地図情報の種類

(イ)地図情報の形態

イ 固定資産税業務と他の行政分野における地図情報の利活用の関連性に関する調査

(ア)固定資産税業務と他の行政分野において共通する地図情報の利活用形態

ウ 地方公共団体2団 体における地図情報利活用の実態

エ地方公共団体の地図情報の利活用の標準システム化への意見

(2)固 定資産評価業務の地図情報利活用の電算システム化に関する調査研究

ア 地図データの管理

(ア)地図情報のデジタル化の方法

イ 固定資産税データの管理

(ア)地図情報との リンクの方法

ウ 電算システムの基本動作機能

(ア)機 能

(イ)動作環境及び費用

エ個人の情報保護対策

以上の検討項目、調査研究事項を踏まえて、第1段 階として、平成6年 度では330の 市町村を対

象に 「固定資産の地図情報利活用等に関する調」を行う。

各市町村における固定資産評価事務の地図情報の利活用としての電算システム採用状況、将来の

計画、電算システムに対する考え方など、その実情を把握することによって、全国的な傾向をもと

に調査研究の指針とする。
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Ⅱ調 査 研 究 結 果 の 概 要

1地 理情報 システムの しくみ及び固定資産税業務 における地図情報のあ り方

は じめに

近年の高度情報化社会では、広範囲に拡が る個人及び組織か ら多岐 にわた って多種で複雑かつ

膨大な情報が発生 し、また要求され る。 これ らの情報をどのよ うに集め管理す るか、また、収集

した情報を どのよ うに選択 して活用で きるかが非常 に重要な問題 になって くる。

一方
、 これ ら高度情報化社会に不可欠な先端技術 と して コンピュータ、情報通信及び データ

ベースがあ る。 コンピュー タは情報の処理 ・加工機能、情報通信 は情報の交換 ・伝達機能、デー

タベースは情報の記憶 ・蓄積機能を受持つ ものである。 これ らの先端技術 は地方公共団体におい

て も、地域における公共事業及び行政全般を対象 とした高度情報化社会における問題解決のため

のテクノロジーとして期待 されている。

(1)地 理情報 システムの概要

一般的に地 図情報 と属性情報を連結 して用い るための コンピュータシステムを地理情報 システ

ム(GIS)と 言 う。GISはGeographicalInformationSystemの 略である。

この地理情報 システムは①地表上の情報を取得、②蓄積 ・データベース化 し、③検索を行 い、

④分析を行い、⑤ その結果を文字ない しはグラフィックスで表示するものである。

1)地 理情報 システムの分類

① マ ッピングシステム

マ ッピングとは「地図を描 く」 ことである。 したが って、マ ッピングシステムとはコンピ

ュー タを使 って地図を作成 した り、地図データを作成す るための システムでAM(Automated

Mapping)と 呼ばれ る。

ア デ ジタル ・マ ッピング ・システム

測量データや空中写真か ら地図を作成するための もの。

イ パブ リッシング ・システム地図版

地形図や さまざまな主題図を製版、印刷す るための もの。

② 地理情報 システム(狭 義)

ア一 般的な地理情報 システム

都市計画、地域計画、森林計画などの地域 情報管理の処理のための システム。

イ 施設管理マ ッピング ・システム

ガス管、水道管などの地下埋設物や道路などを管理す るための システムでFM(Facil-

ityManagement)と 呼ばれ る。
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ウ ビジネス ・マ ッピング ・システム

統計データの図化を目的 とした もので ビジネス ・グラフィックスの延長上にあるシステ

ム。

③ ナビゲー ション ・システム

位置測定装置 と統合 して、 自動車や船舶 において道路や航路の案内をす るのに使われる新

しい応用例である。

2)地 理情報 システムの整備状況

地理情報 システムの役割は計画支援 システムである。計画支援 システムには、地域分析を行

い基本計画を立案す るまでの地域情報分析 システムと、基本計画に従い計画図面を作成す る段

階を行 うフィジカル ・プランニ ング支援 システムとがある。以下に、国 ・地方公共 団体におけ

る地理 情報 システム整備状況 につ いて述 ることとす る。

① 国

地図情報の蓄積が進行するにつれ、集積 された膨大なデー タの管理や利活用の促進のため

コンピュータシステム導入による地図データ処理 は必須 とな り、既 に多 くの省庁において地

理情報 システムが稼働 している状況 にあ り各省庁 ごとの主な地理情報 システムの整備状況を

見 ると次のとお りであ る。

ア 国 土 庁

・ 国土数値 情報 デー タベースと して、 自然条件、国土骨格、法指定地域、公共施設、土

地関連、 リンケージデータ(工 業統計、商業統計、農業セ ンサス)、国勢調査、 自然環境

保全基礎調査等の数値情報の検索、加工、統計処理、加工分析結果の製表、印刷、地図

表示を行 うシステム等が運用されている。

イ 農林水産省

・ 農地整備地理情報 システムとして、農用地建設業務統計、土地利用基盤整備基本調査、

水田要整備量調査、畑の整備状況調査、農道の整備状況調査、農業水利施設整備状況調

査等のデータ検索、集計、 クロス集計、多変量解析、地図出力等を行い資料提供、計画

作成等 に活用す るシステム等が運用 されている。

ウ 通商産業省

・ 百万分の一の 日本地質図数値フ ァイル として、地質境界位置、地質属性、断層位置を

基 に地質図の編集、他の物理探査データの総合解析 システム等が運用されている。

エ気 象 庁

・ 気象衛星(ひ まわ り、NOAA)デ ータやラ ンドサ ッ トデータの利用 は定常業務 とし

て定着 し、気象予報等国民生活に密着 した情報 として活用されている。

・(財)日本気象協会では、気象情報提供 システム(マ イ コス)等 で通信サービスを提供 し

ている。
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オ 建 設 省

・ 道路管理データベースとして、道路台帳附図、管理図、道路状況、構造、被災歴の詳

細デー タ等の入力 と集計、製表の定期 出力、デー タの検索、 メ ンテナ ンス、イメー ジ

データの入、出力を行 うシステム等が運用 されている。

カ建設省国土地理院

・ 国土地理院は、国土庁の国土情報整備事業の中心的実施期 間として、1/8000全 国カ

ラー空中写真撮影、それによ る1/25000、1/10000土 地利用図の作成、国土数値情報

の作成等を実施 して きている。その他に、大縮尺のデジタルマ ッピングの標準化 とデー

タベース化、中小縮尺のデジタルマ ッピング、光磁気デ ィスクによる地理情報の蓄積等

の システム作 りが行われている。

② 地方公共団体

地方公共 団体 においては、内部事務処理の効率化、住民 に対す る行政サー ビス等の向上を

図るため に、 コンピュータ、情報通信及びデータベースが、積極的に利用 されている。 この

よ うなOA化 の進展 は、行政事務の迅速化、効率化、活性化、のみな らず、地域住民 との コ

ミニケー ション手段 としての役割 も果た している。地方公共団体 において用い られている地

理情報 システムの種類には、次のような ものがある。

ア 総合統計 データバ ンク

・ 各種統計データを コンピュータによ って一元的に管理 し
、各部局の計画策定等諸業務

に必要な情報を提供す るシステムである。

地図情報 は、行政界、道路、河川などのデータ。

属性情報 は、土地、人口、事業所、農林水産業、商業、土木、建築、住宅、運輸、通

信等があ る。

イ 都市情報 システム

・ 総合統計 データバ ンクと同様 に広範な業務分野を対象 とした システムである
。

地図情報 は、行政界、街区、筆界、建築物 などの詳細なデータ。

属性情報は、図形に対応 した、土地(補 充)課 税台帳、家屋(補 充)課 税台帳、住民

台帳等があ る。

ウ 地理情報 システム(狭 義)

・ 地図情報 と属性 情報 をコンピュータによって一元化 し、都市行政、都市経営、都市管

理、都市計画 などの計画支援 システムと して統合的に策定、制御、処理す ることができ

るシステムである。

・ これに、環境関連、農業関連、固定資産評価 ・課税業務関連、道路関連、気象関連、

建設関連、下水道関連、上水道関連、観光関連、消防 ・救急関連等について も合わせた

システムもあ る。
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(2)地 方公共団体の情報 システム

1)情 報システム化の 目的

情報の価値 は、社会生活発達のバ ロメー タとみ ることができる。

地方公共 団体で も民間企業で も、その活動の源 とな るもの、つま り経営資源 とは 「人 ・物

(原材料 ・設備等)・ 金」と考え られてきた。

しか し、現代における情報は、変化が激 しく多様化 し、情報の重要性が認識 され るよ うにな

り、人 ・物 ・金 ・情報が並列 していわれるようにな り、社会生活 にとって欠 くことのできない

重要な位置を与え られて きたが、 さらに、情報の戦略的利用 とか戦略的情報 システムといわれ

るほど、地方公共団体や企業での位置づ けが上昇 して きている。

地方公共団体では、それぞれの使命達成のための活動を行 っており、情報 システムはその活

動を支援す るためにある。使命が最高 レベルで達成できるように情報 システムを構築 した場合

に、最 もシステム化効率が上が った といえ る。

そ こで、情報がすべて一元化され、行政の簡素化 ・効 率化を図 りつつ、住民サー ビスの向上

のために、各種情報を提供 した り高度な行政 を企画 ・管理す るための支援 システムの構築をす

ること、すなわちコス ト削減、サービス向上、行政の高度化を図 るといった ものが情報 システ

ム化の目的となる。

2)情 報 システムの効果

システムの効果は、即効果が認め られ る一次効果 と時間的経過か ら効果が認め られ る二次効

果 とに分類で きる。

一次効果 は、事務処理作業その ものの効率化であ り、省力化、迅速化、正確性の向上、大量

処理などで、直接に事務処理作業に従事する職員の増員抑制等につながる。一次効果 は、定量

的にとらえやす く経済効果 として算定されている。

二次効果は、 コンピュータシステムでつ くられた情報を、組織の中で活用 して得 られ る効果

である。 コンピュー タシステムか ら得 られるタイムリーな有効情報を使 って、適切な行政判断

を行い、それを迅速な行政活動 に反映す ることによ って得 られ る効果である。

例えば、政策立案の改善、住民の健康 と安全の確保、教育 と文化の普及、及び地域社会の振

興などがあげ られる。二次効果は、一般 に定性効果 として とらえ られる。

3)情 報 システムの構築方法

情報 システムの整備を図 ることは、多角的な政策判断が求め られ る都市行政の課題に対 し、

情報 システムを活用 して推進す ることであり、従来なか った新 しい公共サー ビスの展開である。

システム開発の過程 は、ニー ズの発生に始 まって、具体化のための設計、実施 と運用、維

持 ・管理 という一連の 過程をた どる。

設計 は要求定義、概要設計、詳細設計、 開発実施、 システムテス トとい う過程である。結果

の成否はこれ らの うち上流工程のあり方によって左右 されることが多い。
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次 に、従来 システム開発 といえば 、ライフサイクル技法が主に用い られ、今 日で も有用性を

もっているが、開発 にかか っている間にユーザーの仕様 に変化が生 じたり、ハー ドウエアの進

歩があ った場合など柔軟な対応がむづか しい。そのような場合には、プ ロ トタイピング技法が

適合する。

しか し、両者 は互 いに対立するものではな く、条件や状況によって使 い分け られるべきで、

相互 に補完関係 にある。すなわち前述 したよ うに不確実性が少ないときにはライフサイ クル技

法が適合す る。

ライフサイ クル技法 とは、 システム開発において、要求分析の結果を もとに方向性が明確化

された状態で、 システム設計、プ ログラム設計、テステ ィング、運用テス ト及 び保守 ・評価の

各工程を一連の作業 と して行 う技法である。

この技法は、ユーザーの使用に変化が生 じないシステム開発には適合 している。

プロ トタイ ピング技法 とは、 システム開発 に先だ ってその一部を試作 し動作 させ評価するこ

とによ って、 その結果を本番の システム開発に反映させる技法であ る。 この技法は、当初、 目

標 としてい るパ フォーマ ンスが実現す るかどうか、マ ン ・マシン ・イ ンターフェースが有効か

どうかを評価す るのに適 してい る。

例えばDSS(DecisionSupportSystem:意 思決定支援 システム)や エキスパー トシステム

などのアプ リケー ションは、不確実性が多いので、 ライフサイ クル技法 は使えない。

これ らのアプ リケー ションでは、まず試作 モデルをつ くってそれをエ ン ドユーザに使 って も

らい、 その評価結果を得て改善 してい くプロ トタイピング技法を採用す る。

また、プロ トタイ ピングか ら本番 システムへの変換方法 について は、始めか ら本番には利用

しない目的で、仕様のみに利用す る使い捨ての方法、プ ロ トタイ ピングを本番 システムの中核

部分 として増殖す る方法 とがある。

(3)コ ンピュータ技術の動向

1)コ ンピュー タの種類

① 汎用 コンピュータ

広範的な業務処理をす ることができるコンピュータを汎用 コンピュータと呼ぶ。 この コン

ピュータは、科学技術計算を行 うことが 目的で開発 されてきたが、 コンピュータ利用技術の

向上 に伴 い、事務処理の分野 にも適用 され ることとな った。

科学技術計算や事務処理、アナログ ・デ ジタル変換器などの登場によりプロセス制御 にも

利用範囲が拡大 した。汎用 コンピュータは、空調 された コンピュータ室への設置、OS(オ

ペ レーテ ィングシステム)の 使い分けへの対応、専門技術者 による運用(操 作 ・維持管理)

が必要である。
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② ミニ ・コンピュータ

汎用機に比べ本体の構成を簡素化 し、広範囲な分野で利用 され ることを前提 に、さまざま

な外部機器を接続で きる機構があ り、 コンピュータ ・ネ ッ トワークの構成を要素 として、通

信制御や分散処理を目的と して利用 されてい る。

③ オ フィス ・コンピュータ

中小規模の事務処理用に作 られた事務用の小型 コンピュータで、一般事務室で使え、大型

コンピュータと共同利用を目的に開発されたが、最近では、高性能化 し単体使用で もで きる

ようにな り、販売管理、在庫管理、給与計算等の定型プ ログラムが用意 されてい る。

④ パーソナル ・コンピュータ

マイクロプ ロセ ッサ(演 算処理機能 ・制御機能を1～ 数 チップに集積 したもの)を 使用 し

た超小型の コンピュータで、ラップ トップ型、 ノー トブ ック型等の新型が登場 している。当

初 は単体で個人用又 は業務用に使用 されていたが、最近では通信回線を介 し大型 コンピュー

タの端末装置 として も利用 されている。

⑤ ワーク ・ステー ション

セ ンター ・コンピュータか ら通信回線 により結ばれた、パーソナル ・コンピュータやオフ

ィス ・コンピュータの ことであ り、ネ ットワー ク ・システムがOAの 発達を促進 しているな

かで、分散処理 システムによるワー ク?ス テーションが利用されている。ワー ク ・ステーシ

ョンは中央 にある全 データを自由に使用で き、また、端末装置側にはデ ィスプ レイ装置やプ

リンター装置が接続 されて、センター ・コンピュータと無関係に業務処理を行 うことがで き

る。

2)コ ンピュータ技術の動向

高度情報化社会は様 々な情報を瞬時に、遠近 にかかわ らず伝達することを求め られてお り、

この情報のネ ッ トワークが必要 になる。 このよ うなネ ッ トワークは、最初は、中央の大型 コン

ピュータに多数の端末機を接続す る方法であったが、様 々なニーズに対応するには十分でな く

これを解決するため、 コンピュータ技術の新たな動向が生 じている。即ち、ダウンサイジング、

グラフィックス、マルチベ ンダ、オープ ンシステム等である。

① ダウンサイ ジング

汎用 コンピュータの一括処理方式か ら、 ワークステー ション、パー ソナル ・コンピュー タ

等を用いた分散処理方式 に移行す るダウンサイジングを指向す る傾向が顕著にな った。

② コンピュータ ・グラフィックス

コンピュータ ・グラフィックスは、数値情報を可視化する技術で、可視化の効果 として次

のよ うなことが考え られ る。

ア 見えない ものを見え るようにす る。

例 として、電界、磁界、気流、熱流等
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イ 見 にくい ものを、見やすいよ うにす る。

例 として、分子構造、微生物の形、人体内部、宇宙等

ウ 見える予定の ものを、事前に見て評価す る。

例 として、工作物、都市景観等の シミュレーション等

エ 事象の本質を把握 しやす くする。

例 として、行政状態、洪水 シ ミュレー ション等

コンピュータ ・グラフィックスにおける画像処理 について もワークステーション、パー ソ

ナル ・コンピュータが利用 されている。また、地理情報 システムは、 このコンピュータ ・グ

ラフ ィックスを高度 に利用 した システムである。

③ マルチベ ンダ

高度情報社会 においてユーザの多様 なニーズに対応するには従来 と異なった新 しい機器、

ユーザの仕事 に最 も適応 した機器を選定する必要が生 じる。そのため、特定の メーカに限定

しない、 マルチベ ンダが当然求め られ ることになって くる。

④ オープ ンシステム

オープ ンシステムは、異なるメーカの コンピュータや各種の機器を自由に接続 し、データ

の交換や処理 を行おうとす るものである。

これにはコンピュータのOSの 標準化及び通信 ・情報交換の標準化が進め られている。

次 に、 イ ンターネ ッ ト(世 界規模の コンピュータ通信ネ ッ トワー ク)が ある。公開された

プ ロ トコル(通 信規約)を 使い、そのネ ッ トワークに接続すればだれで も電子メールやデー

タ送信機能 で外国の マルチ メデ ィア情報 ・画像 デー タを 自由に送受信がで きるエ ン ド・

ツー ・エ ン ドの通信ネ ッ トワー クである。

従来は、秘密保持や安全面を考えた上で専用回線を使 ったクローズ ドなネ ッ トワークが作

られて きたが、イ ンターネ ッ トとい う開かれたネ ッ トワー クに接続 し、加入 している相手の

ア ドレスがわかれば、OS・ コンピュータの種類 に関係な く送受信で き、 コンピュータネ ッ

トワー クの 「公衆回線路」 といわれている。

(4)固 定資産税業務の地図 ・税情報 システムの概要

地方公共団体の行政管理 はほとんどコンピュータ化 されているが、地域状況の把握、又 は、地

理的管理を行 うための地図は、大部分が アナログ図面(紙 図面)と いえる。行政を とりま く情報

はます ます膨大にな り、複雑で多岐にわた る現代では、地理的情報を的確に把握するために地図

のデ ジタル化が進め られてい る。

1)地 図の形態

地図は、その使用 目的 ・表現内容などの違いによって分類 され る。

① 使用 目的による分類 と して、多 目的に利用 される 「一般 図」と特定 の目的に利用 され る
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「主題図」に分け られ る。 「一般図」には、一般的に活用される、地勢図、国土地理院の地

形図等がある。 「主題図」には、 目的に応 じ特殊な情報が織 り込 まれた、土地利用現況図 ・

地番現況図 ・家屋現況図 ・地 目現況図 ・地籍図等がある。

② 地図の表現内容により分類 と しては、実際に測量 した値をベースに作成される 「基本図」

と、それ らを編集 した 「編集図」に分け られ る。

③ 縮尺を基準 に、大 ・中 ・小縮尺図 に分類す ることが可能である。

大縮尺図:1/10,000以 上

中縮尺図:1/10,000～1/100,000

小縮尺図:1/100,000以 下

2)固 定資産税業務 におけ る地図 ・税情報の種類

固定資産税業務 において地図情報を利用 して評価の均衡化 ・適正化及び課税業務の省力化 ・

効率化を図る地図の種類 と して次のようなものがある。

① 固定資産税関係図面

ア 土 地(一 般的な もの)

(ア)地 形図、都市計画図、道路網図、・道路台帳施設平面図

(イ)地 番現況図(行 政界、町丁 目界、地名、道路、軌道敷、河川、水路、地籍(番)図)

(ウ)地 目現況図(画 地認定図)

イ 土 地(評 価業務に関係が深 いもの)

(ア)用 途地区区分図

(イ)状 況類似地域(区)区 分図

(ウ)標 準宅地位置図

(エ)公 的価格位置図(地 価公示価格、地価調査価格、相続税路線価)

(オ)路 線価図'

(カ)画 地状況図

ウ 家 屋

(ア)家 屋現況図

(イ)家 屋明細図

② その他の図面

ア 公共施設位置図(交 通施設、公共空地、教育文化施設、医療施設、社会福祉施設、消費

経済関係施設等)

イ 忌み施設位置図(墓 地 ・火葬場、 し尿処理場、下水処理場、変電所等)

ウ そ の 他(バ ス路線図、都市ガス施設図、下水道施設平面図、上水道施設平面図、高圧

線図、急傾斜崩壊危険区域図、空港施設関係図、都市 ・地域開発図)
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③ 税 情 報

ア 標準宅地データファイル

イ 価格形成要因データファイル

ウ 路線データフ ァイル

エ 比準表 データファイル

オ 土地(補 充)課 税台帳

カ 家屋(補 充)課 税台帳

キ 名 寄 帳

ク 宛名デー タファイル

ケ 各種証明書(明 細書)

3)デ ータベ ースの作成方法

① 地図データ

地図情報のあ り方 として従来の、アナ ログ図面(紙 図面)と 、データ化 した地図情報によ

る図面があるが、後者 において地図データをデータベース化する上でデ ジタル化の方法 とし

て2通 りの方式がある。

ア 地形情報を(X、Y)の 座標値 に換算 して表すベク トル方式。(図 形処理手法)

イ 地形情報を0又 は1の ラスターデータとして表すイメー ジ方式。(画 像処理手法)

図形データとしての、地形 ・道路 ・建物 とい った情報を点及び線の表現 に分解 し、その点

の座標位 置及 び点相互間での線分 によ る結合関係 によってデータ化す ることによ り
、 レイ

ヤー区分、ポ リゴン化、色分 け、更新機能等がで きるのは、ベ ク トル方式である。

ベ ク トル方式が地理情報 システムとして一般的であ り、背景図などはイメージ方式での地

形 データを共存 させ重ねて利用で きる地図データベース化を行 なう方式 も考え られ る。

地図情報のデ ジタル化の方法 は別表1の ものがある。

② 属性 データ

お互いに関連を もったデータを一定の規定 に従 って統合化 した多 目的のフ ァイルで
、デー

タベースの データは、複数の応用プログラムに共通 して利用され、その運用は、応用プログ

ラム とは独立 して行われる。 データベースは、データの構造 に応 じて、順次(配 列)型 、ツ

リー(木)型 、 リング(環)型 、ネ ッ トワーク(網)型 がある。
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別表1地 図情報のデジタル化の方法

デー タ種 作 成 方 法 内 容

ベ クター 解析図化機による方法 航空写真測量により撮影された写真を解析図化

デ ー タ 機 により見なが らデジタイズ してベ ク トル化を

行 う 。

デジタイザーによる入力 既存の地図や航空測量あるいは土地測量で得 ら
れた図面より地形を直接デジタイジングしてベ
ク トル化を行 う。

オー トデジタイザーなどの スキ ャナか ら既存地図をイメージ入力 し、各種

半自動入力機器による入力 の技法によりベ ク トル化す る、まだ完全 自動入

力 はで きていない。

既存 データベースを利用 し 道路管理セ ンターな どの既 に完成 しているデー

ての登録 タベースか らベ クターデータを直接登録する。

ラス ター スキ ャナによる入力 既存地図をスキ ャナか ら読み込む。 スキ ャナの

デ ー タ 読取精度により1枚 当たりデータ容量が変化す
る 。

4)地 理情報 システムの機能

地理情報 システムを構築す る基本は、OSと 地理情報 システムの ソフ トウェアパ ッケージに

分かれ る。OSは 、プ ログラムの実行管理や資源管理 ・データベース管理 ・通信制御、そ して

日本語処理 などの コンピュータ動作の華本 となる機能を有す るものである。

ソフ トウェアパ ッケー ジとは、地図データベース管理や地図表示、出力、検索、 メンテナン

ス機能など各個別業務の構築に当た って必要 となる地図データベースの運用法 ・操縦法などを

パ ッケー ジ化 した ものをい う。

① システムの基本機能例

ア 入力 ・更新機能

地図情報及び属性情報の入力 ・更新(修 正 ・追加 ・削除等)

イ 編集機能

属性 情報を編集 して各種の調書等の作成

ウ 検索機能

(ア)属 性 データの検索

(イ)図 面の検索

(ウ)双 方向検索(図 面か ら属性データの検索、属性デー タか ら図面の検索)

エ マ ッピング機能

(ア)図 形の拡大 ・縮小(ズ ーム)

(イ)図 形の重ね合わせ(オ ーバ レイ)

(ウ)図 面の分割表示(マ ルチビュー)
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オ 集計 ・解析機能

入力データ集計 ・演算

カ スクロール機能

表示装置の画面上 に表示 されているデータを左右方向又は上下方 向に移動 し、そのデー

タに続 く新たなデータを表示す る。

キ 計測機能

表示装置の画面上 に表示 されて いるデータの距離及び面積の測定。

ク 出力機能

画面上 に表示するほか に、下記 に出力できる

(ア)レ ーザー ビームプ リンター

(イ)カ ラーハー ドコピー

(ウ)X-Yプ ロッタ

(エ)静 電プロ ッタ

ケ 機密保守機能

システムの正当な使用を保証 し、貴重なソフ ト及びデータが保全 され る機能。

(ア)ア クセス権

(イ)パ スワー ド

コ 記憶保持機能及 び運用支援機能

ソフ ト及び入力 テータ等は不測の事態に備え随時、磁気 テープ等 に記録 し、必要に応 じ

てコンピュータの記憶装置に再録。

② システムの応用機能例

ア 用途地区区分システム

土地利用現況データや建物現況データ等と結びつけ、クラスター分析等の多変量解析手

法で視覚的な用途地区区分支援。

イ 状況類似地域(区)区 分システム

地域的な価格形成要因データと結びつけ、クラスター分析等の多変量解析手法による状

況類似地域(区)区 分支援。

ウ 土地価格比準表作成 システム

標準宅地データ、各路線の路線価データ及び価格形成要因データと結びつけ、多変量解

析手法を用いた各用途地区ごとの土地価格比準表の作成支援。

エ 路線価付設システム

主要な街路に付設された路線価を もとに、各用途地区ごとに作成 した比準表を用いその

他の街路の路線価付設の支援。
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オ 画地計算システム

各画地の評価額の計算システムめ支援。

カ 家屋評価計算システム

木造、非木造等建築物の評価計算システムの支援。
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2地 方公共団体における固定資産税業務の地図情報の利活用の実態

(1)横 浜 市 横浜市財政局主税部固定資産税課 土地係長 宇 都 宮 治 綱

はじめ に

固定資産税を取り巻く環境は、地価公示価格の7割 程度を目途に行 った平成6年 度評価替えは

もとより、各市町村が順次始めている課税資産の内訳書の送付や、平成9年 度に予定される全路

線価の公開などを契機に、大きく変わり始めている。

この変化の方向は、固定資産税が地方自治の原点である市町村の基幹税目であるとともに、資

産課税の原点ともいえることから、その評価及び課税については、これまで以上に適正化 ・均衡

化 ・公平化を図りつつ、必要な情報については公開するなど、納税者の理解とコンセンサスを得

られるものにしていくことであろう。

こうした潮流の中で、固定資産税業務はいまだにいわゆる達観評価 といわれるような職人的な

仕事に頼 っている部分が多 くあり、その情報についても閉鎖的な状況にあるのが現状である。

したが って、こうした流れに的確に対応 し固定資産税に対する納税者の理解とコンセンサスを

得るためには、従来の職人的な事務作業から脱却するとともに、新たな知識 ・技術等を取 り入れ

て固定資産税事務の標準化 ・平準化を図り、その事務作業について、より一層の効率化 ・適正化

を図ることが具体的な課題 となっている。

こうした中、様々な活用が期待される地理情報 システム(GIS)は 、こうした具体的な課題

を解決するための有効な方策と位置付けられるであろうし、緊急かつ重要なテーマといっても過

言ではないであろう。

1)固 定資産調査 ・評価業務の現状と課題

① 実地調査業務

固定資産税の評価 ・課税の原点は実地調査である。固定資産税は、その市町村の区域内に

所存する固定資産に対 し、その資産価値に応 じて課する税金であるが、固定資産税は、申告

を基礎に課税する所得税や住民税などと異なり、その課税対象の把握か ら評価 ・課税までの

すべてを課税庁が行う、いわゆる賦課課税制度を採っている。 したがって、課税客体の把握

はもとより、その資産価値の判定を行う評価において も、実地調査は重要な業務である。

こうした中で、多 くの市町村においては、職員数にも限りがあり、また、経験を有する職

員が減少する傾向にあるため、実地調査の重要性を認識 していて も、実際にはそれを充実で

きないような状況にある。

一方、実地調査の基礎となる地図についても、市販の明細地図を利用 しているのが実際で

あり、また、土地評価等で必要となる価格形成要因等を表記 した図面等について も、行政の

各担当部署で分散管理されているのが実態である。

そのため、限られた人員で一定期間内に様々な情報を収集するための実地調査を実施 しな
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ければな らない固定資産税担当部署では、 これ らの地図等を整備す ることが今 日、重要な課

題 となってい るといえよう。

② 評価業務

固定資産の評価、特 に土地の評価については、土地価格を形成す る諸要因を把握 してそれ

を分析す ることが スター トとなるため、その価格形成要因をいかに効率良 く把握 し、その分

析に時間を割け るかが重要 になるが、冒頭に も述べたよ うに、価格形成要因の把握 も行わず

に、未だにいわゆる達観評価で行われてい るところ も多いと聞 く。

しか しなが ら、平成6年 度土地評価替えか ら導入 された地価公示価格の7割 程度を目標 に

行 う評価により、固定資産税評価額が実勢価格に接近 して くると、従来のような達観評価で

は納税者の理解 は到底得 られず、 これまで以上 にきめ細か く論理的な評価方法が求め られて

い る。 こうした傾向は、平成9年 度か ら実施予定の全路線価の公開によ り、益 々拍車がかけ

られることとなろ う。

一方、 こうした背景を踏まえ、今 日、かな りの市町村において、価格形成要因の比較 に基

づ き地価公示価格等か ら比準 して評価対象地の価格を算出す る、いわゆるシステム評価導入

が盛んだが、 システム評価の前提 となる価格形成要因の把握 については、事務量的な面か ら

十分 に対応で きていないのが実態である。 また、 この価格形成要因は、全国一律 というもの

で はな く、その都市や地域 によ って異なるものであ り、それ らを各市町村等において分析 し

て特定す る必要があ るが、要因その ものの捕捉がで きない状況下では、その分析 もままな ら

ないのが実態である。

こうした ことか ら、今 日の固定資産税業務においては、土地評価の基礎 となる価格形成要

因等を効率良 くかつ正確に把握す る方法を構築す ることが大 きな課題 となっている。

2)固 定資産調査 ・評価業務におけるGISの 活用

固定資産調査 ・評価業務には前述のような課題があるが、それ らを解決す る有効な手段の

一つ にGISの 活用がある。GISは 、航空写真を基に し7に現況地図を基礎データとしてお

り、その地図を基 に調査対象地の絞 り込みや価格形成要因の把握を機械的 にで きるシステム

で あることか ら、それを導入す ることによ り、実地調査の正確化 ・効率化及び評価の均衡

化 ・適正化を図ることがで きよう。

そこで、固定資産税業務に係 るGISに ついて、すで に稼働 している既存 システムとのイ

ンターフェイス等 も踏 まえ、 システム機能等の在 り方を論 じてみたい。

① システムの構造 と機能

GISの 構造 は、言 うまで もないが、基本的に図形情報 と属性 情報を基礎データと して、

そのデータを管理するデータベース管理 システム(DBMS)か ら成 るが、固定資産税業務

におけるシステムのイメージを図1に おいて示 してみた。
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なお、イメージ図 は、多 くの市町村 において、すでに課税 システムが稼働 していると思わ

れるので、その既存 システムを活か しつつ、GISを 稼働させた場合を想定 して示 したもの

である。

一般的 に、 システムの根幹を成すDBMSの 具体的な機能 は、ハー ド機器を制御する部分

を除 き、①地図の表示等に関する機能、②検索 ・表示 した地図 ・台帳等を編集 して出力す る

機能、③属性 情報の集計機能、④解析 ・検証処理機能、⑤土地評価処理機能、等 に分類で き

よ う。

この内、① につ いて は、 「地図の表示範 囲と縮尺 の設定」、 「拡大 ・縮小 ・スクロール」、

「主題図 ・背景図の設定 とその検索」、 「検索結果の地図表示」等か らなる。② については、

「画面表示 した図面や台帳等を出力す る処理」であ る。③ について は、検索 した属性情報に

係 る 「並び替え(ソ ー ト)」、 「集計」、 「頻度分布」などであるが、 この①～③ について は、

GISの 基礎的部分であ り、ハ ー ド機器上での即時処理が中心 となるものであ って、 システ

ム化にあた り最初にその機能 を確定すべ きものであろう。また、④ については、 「住宅用地

のチ ェック処理」や 「地 目誤謬のチ ェック処理」、「価格形成要因の分析」等の処理であり、

⑤について は、 「土地評価その ものの演算処理」等である。 これ らの機能及び処理方法 は、

必要に応 じて即時処理若 しくはバ ッチ処理 となろう。

なお、以上の システム機能 について図2に 示 しておいたので参考 とされたい。

② 解析 ・検証処理 と土地評価処理

GISの 機能 には、前①以外に も様 々な機能を付加す ることがで きるが、特 に分析 ・検証

処理 と土地評価処理 について は、全路線価の公開等が予定される平成9年 度土地評価替えに

的確 に対応するため にも、また、今後 より一層 に適正化 ・公平化が求め られる固定資産税業

務全体 において も、そめ効果が期待され るので、多少詳述 してみたい。

ア 解析 ・検証処理

解析 ・検証処理は、課税誤謬をチェックす る機能 と、土地評価 に係 る価格形成要因の把

握 ・解析等を行 う機能に大別で きる。前者は、住宅用地の認定誤謬や都市計画区分に伴 う

都市計画税の課税誤謬等 に代表 され るものであ り、後者 は、 ポ リゴンオーバー レイ機能を

用いて図郭内の価格形成要因等を集計 した り度数分布を測定す ると言 った機能に代表され

る。

この検証機能について は、従来、課税 情報の数値データのみを電算処理することにより

チ ェックを行 っていた。 しか しなが ら、実際には土地家屋の存在が必ず しも一致 しないこ

となどか ら、土地家屋を突合 したチ ェックが正確 に行えないという問題があ った。だが、

このGISに おいて、骨格図に家形を表示 した家屋図 と、骨格図に筆界を割 り込 ませた地

番図 とを突合することによ り、地図の上で特定家屋の敷地が特定できることか ら、住宅用

地の検証等が容易 にで きるようになる。
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また、分析機能については、例えば、状況類似地区内の特定建物(例 、5階 建以上の建

物等)を 手作業で抽出 ・色塗 りして、プラニメータ等によ り特定建物の占める面積を計測

してデータ割合等を判定 していた。 しか しなが ら、 こうした方法 は、抽 出するデータの特

定が難 しい ことや作業時間が多大にかか ることなどの問題が あるが、 このGISに おいて

は、状況類似地区区分線をポ リゴン化 して保有す ることによ り、その区分線を基に地 区内

の土地家屋課税データに対 しポ リゴンオーバ ーレイ処理を施す ることによ り、短時間に正

確な情報が把握で きることとなる。

このよ うに、GISは 、従来、一つ一つ実地調査等 によって確認 していた情報や達観等

によって把握 していた情報を、瞬時に正確 に把握で きることか ら、課税の適正化 はもとよ

り、評価の均衡化 ・適正化をより一層図れることとなる。

イ 土地評価処理

次 に土地評価処理であ るが、前述 したよ うに、最近は多 くの市町村 によって システム評

価 として導入されているが、 これをGISと リンクさせることにより、その評価計算の基

礎 となる価格形成要因を効率的かつ正確 に把握で きることや、評価結果の検証が容易 とな

り、その評価内容の精度が高 まる。

また、土地評価を理論的に行 うために必要 とな る、価格形成要因の相違が持つ価格格差

率(土 地価格比準表)の 分析 において も大 きな効果を発揮す る。

この土地評価比準表 は、地域や都市 によ って異な り、例えば、道路幅員や最寄駅の距離

による格差について も地域 ごとに標準的な ものが異なり、その結果、標準的なものよ り優

るものが有する増加価値の レンジ幅 も異な るが、 これを実証す ることはなかなか難 しい。

こうした場合、地域内のい くつかの要因を収集 し、その要因が異なる地点にある正常な取

引価格(地 価公示価格等)と の相関関係を分析することによって格差率の幅を検証す るこ

とになるが、GISを 活用 して行えば、少ない時間と人員で正確に価格形成要因の収集が

でき、より精度の高い分析が行えるとともに、地域の価格事情 に即 した格差率を設定で き

るであろう。

また、路線価の付設各筆の評価額の算出について も、単に リス ト等で計算結果を出力 し

ただけでは、地域 内でのバラ ンス等の検証が非常 に困難である。 これについて もGISを

利用 して行えば、計算結果を図面 に出力で き、鳥瞰的にかつ効率良 く検証が行え るように

なる。

以上のよ うに、土地評価 システムとGISを リンクさせることは、土地価格比準表の分

析は もとよ り、価格評定結果等を地図上 に表記 させることが可能 となるため、まさに、土

地評価の適正化 ・均衡化に資す ることとな る。また、 こうした評定結果を表示 した地図の

出力は、平成9年 度か ら実施予定の全路線価の公開に直ちに活用で きるもので ある。

さらに、土地評価 システムとGISを リンクさせた利用方法 には、例えば、大型店舗や
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新駅開設が地価 に与え る影響を シミュ レーションす ることもで きる。具体的 には、近傍の

地価公示価格等 と土地価格比準表を基礎 に、価格形成要因の一つである最寄商店街や最寄

駅 までの距離等を変更 し格差率を変動 させ ることによ り、周辺地価が どのよ うに変化す る

か、顧客の流れがどのように変わるかな どを測定で きる。 このように土地評価 システムを

も取 り入れたGISに は、いろいろな可能性を秘めていることが理解できよ う。

③ 整備 ・保有すべ きデータ等

ア 地図 に関す る情報(図 形データ)と デー タ形式

以上のよ うな システムの機能を踏 まえた上で、 データ化すべ き地図に関す る情報(図 形

情報)等 を表1に 掲げておいたので参考 とされたい。

図形情報のデータ化 にあたっては、全ての図形をデータ化するには多大な経費を要する

ことか ら、まず最初 に、GISの 機能を踏まえてデータ化の優先順位を決める必要がある

が、固定資産税業務 に係 るGISに おいて は、最低限、①地形図等の骨格図、②家形図、

③骨格図に対応す る筆界区分線図が必要 となろ う。 システムの機能が実地調査の案内図等

の出力であればこれだけで も足 りるであろ うが、土地評価等 までを処理す るのであれば、

表1に 掲げた情報は是非整備 したい ものである。

次に、データ化 にあた って検討すべ き事項 は、データ整備後の保守 メンテナ ンス及び保

守 に要す る経費等を考慮 して、図形 データの形式であろ う。具体的には保有図面について、

①一度図面を作成 した ら基本的に修正する必要がない図面、②現況 に合わせて更新 してい

くが、更新部分が図面全体に渡 るもの、③現況 に合わせて更新 してい く図面で更新部分が

地図の一部 に限 られ る図面、等に分類 して管理 ・保有形式の検討を行 う。すなわち、①に

ついて は、単にラスターデータとして管理すれば足 り、②については、 レイヤー分解を行

わず図面全体をラスター若 しくはベ クターデータとして管理すれば足 り、③については、

図面の一部 ごとに レイヤー分解を行いベクターデータとして管理す るとともに、その内、

必要な図形 についてはポ リゴン化を図 って管理する必要がある。

なお、 この ポ リゴン化の必要 な図形か否かを判断するにあたって は、ユーザー側 として、

①図形を色塗 りした図面の出力の必要性の有無、②いわゆるポ リゴンオーバ ーレイによる

図形(郭)内 の情報の集計等の必要性の有無、を考慮 して決定すれば良 いであろ う。

なお、 これ らのデータを整備す る部署であるが、行政 におけ るGISの 必要性の共通認

識を醸成 しつつ、各部署のニーズに合わせて順次整備することとなろ う。具体的な整備 に

あた っては、予算 との兼ね合い もあるが、最初か ら理想像を目指す とセクション的な障害

も多 くあり、総論賛成各論反対 ともな りかねないので、 システムの導入効果の高い部署が

中心に、無理のない範囲で必要 となるデータを順次整備 してい くことが肝要である。

イ 属性情報(図 形情報 と合わせて処理する数値データ)

属性情報について は、固定資産税業務で は、一般的に、土地、家屋の評価 に関す る情報、
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課税に関する情報及び所有者 に関する情報に分類で きよう。

この属性 情報 について も、全ての情報を管理す ることとなるとデータ記憶容量が膨大な

ものにな り、 また、メ ンテナンスも繁雑 となることか ら、 システムの機能 との関係を踏ま

え、管理 ・整備 すべ き情報を取捨選択す る必要がある。紙面の都合上詳述は避けるが、

GISで 管理す る属性情報 について は、既存の土地 ・家屋評価 システムや税務異動 システ

ム、住民記録 システム等で保有するデータの内、 システムの機能 において最低限必要 とな

るデータのみを編集加工 して作成 して管理すれば良いであろう。

なお、GISの 属性データベースと土地 ・家屋評価 システムや税務異動 システムのデー

タベースとの在 り方 について は、それ らを共用す ることがデータ的な タイムラグも発生 し

ないで理想的であろ う。 しか しなが ら、 これ らを共用す ることは、既存 システムをスクラ

ップア ン ドビル トす るための経費が必要 とな り、同時に、異動 中の処理形態が複雑 になる

ことや、関係情報が増え処理時間が増大す ることな どの問題が発生す るため、GISの

データと税務異動 システム等のデータとは切 り離 した方が、処理効率が高 くそれぞれの シ

ステムニーズにあ った システムが構築できるであろう。

④ データメンテナ ンスの在 り方

ア 図形情報

図形データのメ ンテナンスについては、毎年最新の状態に整備 してい くことが理想であ

るが、毎年の更新処理 は、経費が膨大になること及 びメ ンテナンスの処理方法や処理能力

な どにおいて物理的に困難な面が多い。

そこで、一般的に、土地の形状や道路の拡幅等は毎年発生する ものの大 きな変化が生 じ

ないことや、家屋の外形について も一定の異動 はあるものの一定期間のタイムラグは固定

資産税業務に大きな支障がないこと、さらにはGISと は別 に導入 させる家屋の経年異動

判読調査のための航空写真の撮影サイクル、また、都市計画担 当部署で整備す る地形図の

更新サイクルなどを踏まえ、図形 データのメンテナ ンスについては、具体的にはデータ量

に もよるが、2～5年 サイクル程度で更新 していけば良いであろう。

イ 属性情報

属性 データのメンテナ ンスは、固定資産税の課税情報等が当初課税後 に様 々な理 由によ

り税額変更等が発生す ることか ら、それに係 る各 自治体の評価 ・課税情報等の異動処理の

サイクルや処理方法 により決定す ることとなろう。

具体的には、理想論でいえば異動処理があるたびに属性データが最新の ものになること

が望ま しいが、固定資産税業務 におけるGISは 、各種の評価 ・課税データを地図上に展

開す ることにより鳥瞰的にデータの分析状況等の分析 に用いたり、地図上 にある情報を地

図内の図郭 によって囲まれた部分のデータ抽 出 ・集計等に用 いるなど、マクロ的な処理が

主体 となるため、ある一定時点、例えば、賦課期 日の情報 として年度当初 に課税を行 った
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情報を、属性情報のデータベースの各 ファイルに移送す る方法で も十分 にシステム効果は

得 られよう。

3)今 後の展望(GISへ の期待)と 検討課題

以上のように、固定資産税業務 におけるGISを 論 じてたきが、 この固定資産税情報を基礎

と したGISは 、今後、様 々な活用方法が期待で きる。

それ らの主な ものを列挙す ると、最初 に実現が可能 となる主な ものには、土地情報 システム

への発展が あげ られ、次に、行政政策意思決定支援 システムへの発展が期待 され る。また、そ

の期待 と裏腹 に重要な課題 もあるので、それ らついて簡単 に触れてみたい。

① 土地情報 システムへの発展

土地情報 システム(LIS)は 、固定資産税業務 に係 るGISと は別の次元で論 じられて

いることが多 いが、周知の とお り、税務行政においては一定の質問調査権を有 し必要な情報

を職権により収集で き、特に固定資産税については前述の とお り賦課課税であることか ら、

行政 内部 において も、その情報を収集す るための必要な職員(人 員)が 配置されてお り、さ

らに、土地評価 においては、必然的 に、売買実例(取 引事例)や 価格形成要因などの様 々な

土地に関する情報を一元的に収集 ・保有 しなければな らない ことか ら、 これ らの土地に関す

る情報の内、守秘義務 に抵触するよ うな個人に関す る情報を除いたデータを広 く共有管理 し

公開す ることは、まさにLISそ の もの といえよう。

② 行政政策意思決定支援 システムへの発展

次に、行政政策意思決定支援 システムへの発展であるが、 このシステムは固定資産税業務

に係るGISは もとより、土地情報 システムが保有す る情報 を活用することによって、 自治

体行政等の施策 を決定す るための支援を行 うシステムである。

現在、 どこの市町村 において も、各セ クションごとに必要な情報を個 々に管理 している。

そのため、例えば、 自治体の首長か ら、企業誘致や駅前再開発等を実施 した場合の経済的波

及効果や、人 口の変化などのシ ミュレーションを求め られて も、各セクションが保有す る情

報が限 られていることなどか ら、対応で きないのが実態であるが、 この土地情報 システムを

も包含す る固定資産税GISを 活用す ることにより、 これ らへ的確に対応す ることが可能 と

なろ う。

また、税務行政 において は、固定資産税において個 々の家屋 内部の間取 りか ら土地 に関す

る情報 までを、住民税 においては個 々の住民の所得を、軽 自動車税 において は自動車やバイ

ク等の保管場所や保有状況 などを管理 してお り、さ らに、法人住民税 において は、法人の所

在や資本金、従業員数なども管理 している。 これ らの情報は、法律により一般 に公開で きな

いものであるが、 自治体の首長において は、その管理責任者であることか ら、それ らの情報

を一元的に掌握で きる。そのため、図1に 示 した税務異動 システム内に管理 され る他の税 目
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情報を、GIS内 の属性情報 として付加することにより、例えば、特定地域の住民の所得階

層 と持家の状況及び都市計画等の進展状況 との関係なども分析で き、様 々なシ ミュレー ショ

ンも可能 となる。 さらに、 これ らに自治体住民か らの広聴情報(ア ンケー ト数値等)等 を加

えれば、住民のためのよりきめ細かい施策を選択 ・実施す ることも可能 とな り、GISの 持

つ機能は飛躍的に発展す るであろう。

③ 今後の検討課題

このように、固定資産税のGISを は じめ とす る行政 におけ るGIS 、大 きな可能性を秘

めている。だが、その システム化への取 り組みは、現在、緒 についたばか りであり、 システ

ム化の在 り方等 については、 まだまだ論議が尽 くされていない感が ある。 こうした中、行政

においては、個人に関す る莫大な情報を保有 していることか ら、それ らの情報を基礎 とした

GISが 、 どこまで処理を行 うのが本来の姿であるかを、いまこそ十分に議論す る必要があ

ろう。

行政におけるGISへ の期待が高まる中、短絡的にシステム整備を進めた結果、情報管理

体制等に不備があり、 これ らの情報が漏洩す るといったことにで もなればその被害は計 り知

れない ものであろう。

したが って、このような大 きな問題 も背 中合わせ にあることも十分に認識 し、GISの 構

築 に向けた論議 と合わせ、当該 システムの守備範 囲について も論議を尽 くす ことが、現在に

おいて もすでに課題 となっているといえよう。

おわ りに

以上のように、自治体行政においては、GISに 対 し大 きな期待を寄せている。だが、GIS

には、データフォーマ ッ トの統一化 や処理言語(ツ ール)等 の標準化、高額 なデータ整備経費な

どの課題 もある。 しか し、GIS関 係の技術の進歩 は日進月歩であ り、それに伴 い経費の低廉化

も進んでお り、併せて、ユーザー側の期待 とシステムに対す る認識 も高まっている。

こうした中で、特 に自治体行政が このGISへ の研究を積極的に進め、それを活用 してい くこ

とは、多様化 ・複雑化 ・高度化する行政ニ ーズに的確 に応え るための大 きなステ ップになろ う。
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図2固 定資産税に係る地理情報システムの主サブシステム機能構造図
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表1主 な図形情報一覧

レ デ ー タ の 種 類 データの使用部署 整
イ

ベクター型 固 都
市

防 建 道
路

上
下

緑 備
担

ヤ

ー

レ イ ヤ ー 区 分 地 図 要 素 名
ポリゴン化の必要性 ラスター型

定
資
産

計
画

災

公
害

築 管 水
道

政 当
部

No. 有 無 01 02 03 04
理
05 06 07 署

1 地図骨格情報 行政界(町丁界) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 同 上 道路界 ・河川界 ・水際線 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 都

3 同 上 鉄道線界 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4 家形情報家形図 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
市

5 地形情報等高線 ・標高(点) ○ ○ ○ 計

6 地図標記情報 地図マーク ○ ○ ○

7 構図 門 ・塀等 ○ ○
画

8 植生 植木等の植生界 ○ ○ 担

9 地形図シンボル 荒地等 ○ ○

10 変形地 崩土等 ○ ○
当

11 その他 送電線 ・鉄塔 ・駅 ・バス停 ○ ○ ○ 部

12 都市計画施設 公園 ・緑地 ・広場 ○ ○ ○ ○ ○

13 都市計画情報 都市計面区分線 ○ ○ ○ ○ ○
署

14 同 上 用途地域区分線 ○ ○ ○ ○

15 同 上 建ぺい率 ・容積率区分線 ○ ○ ○ ○

16 同 上 防火 ・準防火地域区分線 ○ ○ ○ ○

17 同 上 注記表示位置情報(主要建物名称等) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

18 同 上 生産緑地地区区分線地区 ○ ○ ○ ○ ○ 緑

19 同 上 緑地保全地区区分線 ○ ○ ○ ○ 政

20 道路関係情報地下埋設物(電 話線,ガ ス設備,そ の他) ○ ○ ○ ○ ○ 道

21 上下水道情報 地下埋設物(上水道,下 水道) ○ ○ ○ ○ ○ 路

22 建築関係情報道路種別(二項道路等の区分) ○ ○ ○ ○ ○

23 同 上 その他(街 づくり・住宅協定地区区分線) ○ ○ ○
建

24 同 上 急傾斜崩壊危険区域区分線 ○ ○ ○

25 同 上 建築確認申請情報(家 屋平面図) ○ ○ ○
築

26 公害等発生情報 地盤沈下地域区分線 ○ ○ ○ 環

27 同 上 振動 ・騒音発生地域区分線 ○ ○ ○ 境

28 固定関係情報用途地区区分線 ○ ○

29 同 上 状況類似地区区分線 ○ ○
固

30 同 上 標準宅地位置ポイン ト(現況・評価図) ○ ○
定

31 同 上 標準宅地価格 表示ポイン ト(現況・評価図) ○ ○
資

32 同 上 路線価区切 り線(現況・評価図) ○ ○
産

33 同 上 路線価等表示ポイント(現況・評価図) ○ ○
税

34 同 上 現況土地筆界区分線 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
担

35 同 上 地勢区切線(傾 斜地,平 坦地等) ○ ○
当

部
36 同 上 現況図内の評価図(公図)区 分線 ○ ○

37 同 上 評価図(公 図)土地筆界区分線 ○ ○
署

38 同 上 土地登記申請測量図 ○ ○

39 同 上 家屋登記申請家屋外形図 ○ ○

図面縮尺:固 定資産税 ●1/2500都 市 計 画 ●1/2500防 災 公 害 ●1/2500建 築 ●1/100or200

(精度) 道 路 管 理 ●1/500上 下 水 道 ●1/500緑 政 ●1/2500
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(2)和 歌山市 和歌山市財政部資産税課 主 査 豊 田 勝 彦

はじめに

パ ーソナルコンピュー タが ビジネスの世界で使用されは じめ、最近 になってよ うや く安定 した

ローカルエ リアネ ッ トワークが構築で きるシステムが整いつつある。本市 において も、汎用機 に

よる中央集中型電算 システムを運用 してい く時代か ら、ようや くパーソナル コンピュータを使用

した効率的な運用 ということに目が向 きはじめた時期である。

資産税業務 において も、 これ らコンピュータシステムの発展に助け られ る形で事務形態を変化

させて きたわけであるが、最近の動向や適 正課税 という大 きな 目標の もとに資産税業務を考察す

る場合、いわば 「統合事務処理 システム」 とで もい うべきものが必要 となって きた。

本市で は、地理情報 システムの導入を基本 に、発展的に事務処理 システムを構築する方向で進

む こととな った。そ こに至 る考察 ・計画等を以下に示す。

1)適 正課税 に向けての問題点

資産税業務において、不都合が生 じ、適正課税の推進に大 きな障害にな っている根本原因が

い くつかある。それ は、 「関係資料の統括的管理の不備」ということに帰着するものであり、

以下に述べ る4つ の要素 に対する検討が組織だ った形でなされていないということが、現在の

状況に推移 して きた要因と考えることが出来る。

それ らは 「担当者の業務様態の検討」 「各種台帳等の運用形態の検討」 「合理的な電算処理

の検討」 「資産税業務自体の細分化の検討」 と表現 し得 るが、 これ らが相互 に関連を持 った形

で吟味 され難 い状況が、電算導入等の長年 の事務改善過程でやむを得ず生 じてた き。それが

「関係資料の統括的管理」を阻害する結果 となっている。

① 各種資料の統括的管理の不備について

資産税業務を支えてい る各種資料 には、大 きく分 けて2つ の型がある。 ここでは、便宜上

それ らを[デ ジタル表現型資料]と[ア ナ ログ表現型資料]と 表現す る。勿論 これ らは視覚

的な表現上の区分であり、それ らが即 コンピュータの内部データ形式に直結す るものではな

い。

ここでい う[デ ジタル表現型資料]と は、 『土地 ・家屋名寄帳兼(補 充)台 帳』(以 下

『名寄帳』 とい う)『 土地課税台帳』 『土地補充課税台帳』 『家屋課税台帳』 『家屋補充課

税台帳』 『家屋評点調査表』 『標準地テーブル』 『統計資料』等 々の文字や数値で書 き表 さ

れた資料であ り、[ア ナログ表現型資料]と は 『地番図』 『家屋図』 『航空写真』等々の図

版 ・形象化 された資料である。

資産税業務 において、両者は相補完的に関連 し合 う関係にあり、それ らの リンケー ジが実

現 されていない状況では、様 々な不都合が生 じて くる。実際には、 これ らが 《統合的な管理

運用》をされていない状況であ り、後に述べ る 《紙台帳》管理の問題 とも関わ って、適正課
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税を考え る上で も重要な阻害要因とな っている。

現実的には、多 くの具体的事例があるが、 この ことか ら発生す る不都合は安易な対処では

解決 しない。年 々、納税者の 《税》に対する関心が高まり、 《適正課税》の必要性がいわれ、

住民への課税説 明業務の占める時間の大幅な増加が予測 され る今 日にあって、それ に対応す

るための事務処理 システムが整備 されていないことは、年を追 う毎 に問題化 してい くと考え

られ る。

近年 にな って、例えば土地の 《評価替え》一つをとってみて も、高度で複雑 な作業を要求

されるようにな ってきた。指導等によ り 《評価基準》を取 り巻 く状況だけで も、非常に厳 し

い内容を要求されて きて いる。担当者が現場を調査する場合において も、その事前 ・事後に

有効に活用で きる形で、[デ ジタル表現型資料]と[ア ナログ表現型資料]が 統合的に運用

で きなければ、 《適正課税》 は掛 け声だけになりかねない。現況地 目の予備調査が困難であ

った り、現地確認の補足調査資料の収集に時間がかか ったりしているのでは、本来の業務 そ

の もの にかけ る割合が相対的に少な くな ってい く。

過度 に事務 システムを整備す る必要 はないが、現在の状態は、課税事務を求め られる程度

にこなすための資料の統合管理で さえ十分ではない。

ア 担当者の業務様態の検討

資産税課税 は、納税通知書を送達することによって有効になる。その意味では納税義務

者の宛名 は課税内容に も増 して重要 と言えるが、 この宛名の確定の為のオ ンライン検索 に

よる 《人の認定》ひとつをとってみて も、資料不足 ・担当者の業務習熟度等 により、その

確実性が左右 されているのが現状である。

また、 《評価資料》の作成を考えて も、多年 にわたる課税の経緯の理解は、担当者個人

の自助努力に負 うところが大きい。 これは、単年度の処理を基準にするよ うな課税業務 と

は異な り、課税の客体が多年 にわたり存在 している 【土地】 【家屋】であることか ら、課

税の経緯説 明や過年度 に遡 る評価の再計算が必要な局面が多 く、また更にその基礎 となる

税制その ものが変更 されて きているか らであ る。 この意味では資産税業務 における事務処

理 は非常に専門化 してお り、評価替えという3年 サイ クルでひと流れの作業 となる業務の

性質上、仕事その ものの習得 に時間がかか り、職員の変動 に対 して は、職務体制上非常に

弱い もの とな っている。

また、個 々の作業 自体がそれぞれに高い技量 ・習熟度を要求 されているので、個 々の担

当者に作業を均等配分するための作業量の見積 りも、非常 に困難 にな っている。

現在の ところ、その事務処理 システムは不都合が多 く、担当者にかか る時間的精神的負

担は非常に大 きい ものがあ る。

対納税者を考えてみて も、例えば、本来一連の事務処理を行 ってい く中で発生 し得る錯

誤等は、発見で きるよ うな システムが事務処理 として整え られているべ きであるが、課税
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の錯誤については納税者の申出によ らなければ発見 し難い現状であるし、課税漏れ、滅失

漏れの家屋の洗いだ し等 も完了 していない。 このよ うな状況の中で、統一性を欠いた資料

の各 々の状態を把握 しなが ら業務を遂行せねばな らない担当者の負担は大き く、また納税

者への課税説明の根拠 も信用性の低 い もののように受けとられる危険 もある。

担当者 に要求されている技量 ・習熟度 ・また特 に資料整備の観点か らの事務処理 システ

ムの不備、 これ らは複雑な相互関連を持 ってお り、作業単位 ごとの状況改善努力のみでは

今後の情勢変化に対応で きない。

イ 各種台帳等の運用形態の検討

《紙台帳管理》の手法は、 旧来か らの事務処理の形態で あり、非常 に一般的な事務処理

の形態であるが、それは資産税業務のような複雑な要素を もった事務処理 においては、非

常 に熟練を要す る管理方法であると言え る。件数的にも小規模な事務処理の場合には、紙

台帳管理が有効 も言え るが、大量で複雑な処理が要求されると、そこに機械処理の必要性

が生 まれ る。 しか し、現在の事務処理の状態 は機械処理 に助け られてはいるが、主 に台帳

類を印刷す る処理であるという意味で、基本的処理形態は紙台帳管理の域を脱 してはいな

い。

紙台帳管理 には多 くの問題があ り、まず、 《場所の 占有》 とい う問題が現実的には一番

大 きい。その他、 《資料の形骸化 と更新 コス ト》の問題、印刷やそれに伴 う手作業にかか

る 《時間の問題》、 《検索 に伴 う柔軟性の欠如》の問題等が、 もともと存在 し、それ に相

まって台帳間の複雑な関連を維持 しなければな らない とい う資産税業務特有の問題 も存在

する。

現実の具体例を考慮すれば、資産税業務にあ って基本的な事務処理を 《紙台帳》の運用

に頼 ることは、その 《扱 う件数》 《業務の性質》 《一般情勢か ら求め られる内容》等を考

えると、既 に破綻の時期を迎えているといえる。

しか し、 このような 《紙台帳管理》であって も、他部門 ・部局か らの情報の流入形態は

現在の ところ紙に頼 らざるをえず、 これ らは部門 ・部局をまたがる総合的な事務処理 シス

テムが電算化 されない限 り解決できない。その意味では 《紙》による事務処理 は当分の間

続 くことになるが、少な くともその在 り方を再検討 し、できる限 り合理的な事務処理がで

きるよ うに再構築 しなければな らない。

いずれ にせよ、現在実施を目指 している 《課税明細の送付》、 《路線価の公開》等の実

施に当たって は、体制的な準備を整え る初期段階 において、紙台帳の管理運用について再

検討 を余儀な くされている。

ウ 合理的な電算処理の検討

現在、資産税業務の多 くの部分は汎用機を使用 して、また一部パ ソコンを使用 して行わ

れている。 この電算関係関連作業は資産税職員の作業のみで も約300人 月の作業量 となっ
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ている。 しか し、 このよ うな電算を使用 した事務処理が行われているにもかかわ らず、資

産税業務の繁雑 さ等 は依然 として残 っている。 この問題を整理 し、電算使用について検討

を加えなければ、資産税業務の事務処理を合理化 し適正課税を実現す ることはで きない。

まず、問題 として考え られるのは、一連の電算関係業務の中で残 っている手処理部分の

作業 における品質の劣化である。元 々手処理か ら部分的なサポー トとしての電算処理構築

を進めた関係上、 どうして も同一データの重複 した手入力処理 というものが残 って しまっ

ている。

この 《手処理》 とい うのは、その性質上、確率的には必ず 《誤 り》が介入す るとい う現

実があ る 《見間違い》 《写 し間違 い》 《打 ち間違い》は必ず起 こるとい う前提 に立たなけ

ればな らない。その欠点を補 うために、更 に手処理(目 検)に よる検証作業を行 う。 しか

し、この検証作業 自体 も 《手処理》であるので、更 に新 しい 《誤 り》が入 り込む余地が生

まれる。 したが って このような処理には、妥協点を設定 して どこかの時点で検証を止めざ

るを得ないことになる。 しか し、だか らといって 《検証作業》 自体を最初か ら放棄 して し

まうわけにはいかない。 この 《手処理 による検証》 に割かねばな らない時間は、全体の処

理の中で大 きな割合を 占める。

これ らは、 システム構築の段階で、電算処理 と手処理を棲み分 けを充分 に検討で きなか

った ことにより発生 している場合が多い。 そ して不具合を更な る 《手処理》で補お うとす

る傾向 も大 きか った。人手に頼 ったチ ェック機構の構築である。 しか し、一般的にい って、

「今後の社会 的要求 に応え られ るような適正課税」を行お うとすれば、 「電算処理 されて

いないものを 《人的資源の活用》を もって事務処理 システムを改善す る」ことは、その物

理的な量、錯誤の入 り込む確率的な問題等によ り、明 らかに限界 にきている。

上記の手処理 と電算処理 という問題 に加えて、汎用機ベースで行われている処理その も

のに も問題点が含まれている。現在、資産税業務を処理す るに当た っての大部分の電算処

理は、汎用機処理に頼 っているわけであるが、その処理形態の基本は 《バ ッチ処理》ベー

スであ る。 この処理形態 は、汎用機においては、旧来か らの基本的な形態であり、現在に

おいて もこの処理形態が残 っている部署 は多い。

しか し、 この処理形態 には、多 くの欠点が存在する。バ ッチ処理のよ うな 《一括処理》

の場合、 《入力行為》 と 《結果の確認》が時間的に離れているために、どうして も 《確認

作業》が脆弱にな る。更 に複数の処理が互 いに関連 してい る資産税業務のよ うな場合 には、

各 々の 《入力行為》 と 《結果の確認》の タイ ミングを調整 し、最 も効率の良い事務の流れ

を作 る作業が非常に困難な もの とな っている。

以上、現行の汎用機処理 には問題が含まれて いるわけで あるが、 とりわけ 《物件の異

動》、 《宛名の異動》については、早急に 《バ ッチ処理》か ら 《オ ンライ ンリアルタイム

処理》へ移行す ることが必要だ と思われ る。
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また、以上のような処理その ものの検討 に加えて、電算処理で何が可能か とい うことの

検討 も必要であ る。例 えば、汎用機側の 《資料》の中で必要な 《項 目》が欠けているため

に汎用機を有効活用で きない場合のほか、実際に電算化す ることのメ リッ トは何か とい う

ことの変化について も検討を加え る必要がある。先述のように電算は高速印刷の為のマ シ

ンに近い運用が されて きた、台帳の編集 とい うことや納税通知書の印刷 ということに主眼

がおかれていたのである。 ところが、現在、電算処理 に要求 されている内容を検討 してみ

れば、それ らの他に 《検索》 という仕事が大 きくウエイ トを 占めている。その観点か らの

再検討 は非常に重要な意味を持 っている。

これ は、現在 《手作業》によって非効率 ・不具合が表面化 している事務の中で、電算処

理可能な ものの検討 もな され なければな らない とい うことで もあ る。事務の流れの中で

「何かを検索する」 とい う局面 は非常 に多 い。 《比準家屋》の内容を即座 に検索表示す る。

《家屋図面》等の過年度分の資料を即座 に調査す る 《名義変更届け》を即座 に検索調査す

る等、様 々な検索要求 は非常に高い ものであるにもかかわ らず、電算上資料を持たない、

或は システム的に用意 されていないために、検索の即時性が失われ、結果 と して必要なと

きに役に立たない。

最近の傾向 として、現在 《手処理》 している作業で、電算上 は全 く受皿が用意 されてい

ない ものに負担の増加が顕著 に表れて きている。 それは、内容の高度 ・複雑化 にともな っ

て、それ らの作業が 《手処理》の限界 に近付いてきていることを示す。

今までは、 《電算処理》 というと、 《汎用機》の処理を指 してい うことが一般的であ っ

た。 しか し、現在では 《電算機》を取 り巻 くシステムはすさま じい勢いで変わ りつつある。

パ ソコンの性能が著 しく向上 して きてお り、その性能は電算導入時の汎用機をはるかに凌

ぐものが 出回って きている。一方で汎用機運用部門は多 くの作業予定をかかえて小回 りが

きかず、処理 システムの変更に対 して柔軟な対応が難 しくな ってきてい る。世界的な電算

処理の流れ として 《ダウンサイ ジング》 ということが言われ、多 くの企業が熱心に取 り組

んでいる。 これ は小型化のみな らず、 システムの最適化を目的 とした流れであ り、汎用機

側の現状をふまえ、汎用機で は一体何が最適業務なのか、パ ソコンではどの ような処理が

可能なのか、両者を相補完的に運用す るにはどうした らよいのか、そのような検討が重要

とな る。

旧来か らの開発では、電算化その ものが一種の 《目的》であるかのよ うな 《開発》が多

へ 電算システムに事務処理の方を 《合わせて》い くことが必要であった。それは、当時

の開発においては、電算上の一種の限界であり、最良の選択であった と思われ るが、機械

の性能が飛躍的 に向上 した現在 において は、 《電算》を 《目的》ではな く 《手段 ・道具》

として考え ることが可能 となって きている。
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エ 資産税業務の細分化の検討

以上述べたように、 「担当者の業務 内容の繁雑 さ」 「紙台帳による事務処理形態の脆弱

さ ・不具合」 「総 合的な電算処理の未検討」が 「資産税業務 に関する各種資料の統括的運

用の不備」に関わ っているのであるが、 このような問題が解決の方向に向うためには、 も

う一つの重要な問題の検討が残 っている。

資産税業務 は、 その内容が高度 ・複雑化 し、処理件数が増えるとともに、その業務形態

を組織的に細分化 ・専門化 してきた。その流れは、必然があって組織化されたものである

が、現在の統合化 ・連動の方向 とは全 く逆の流れである。

現在の業務形態の顕著な 《分離》 は、組織的に 【土地】 【家屋】 【宛名】の担当部署を

分離す るとい うかたちで表れて いるが、本来 それ らは一体の ものであ る。 これ らをあえて

分離 ・細分化することによって、連動が阻害 され ることとな っている。

しか し、 これを体制の問題 として捉え、組織改変によって問題 をク リアす るとい う考え

方 は、即現実の問題を解決す ることにはな らない。なぜな ら、現行の組織 自体が、 【土

地】 【家屋】 【宛名】の業務が 《専門化 ・高度化 ・複雑化》 して きた とい う時代の要請 に

よって生 まれて きた ものであ り、その中で発生 して きた様 々な問題に対処す るために組織

化 された ものだか らである。つま り、 システム的 に 《道具立て》が揃わない限 り、性急な

組織統合は新たな問題発生の可能性をは らんでいるのである。

したが って、 この事に関 しての問題を解決するためには、別な手段で創造す るか、或い

は 《組織的な統合化》が可能な システムが整 うまで待つか、いずれかを選ぶ必要がでて く

る。

社会 システム的に 《問題解決》が急がれている場合には、現体制を維持 しつつ、 これ ら

の問題が解決で きるよ うな 《てだて》を考える必要がある。

② 問題の解決 に向けて

以上述べてきた問題点 は、単純 なものではない。各 々の問題が他の問題 に影響 を与えてお

り、それは長年の経緯や技術水準の推移にともな って積み重な って きた ものである。今で も、

不具合や社会的要請 によって事務処理 システムは変更されて きている。 「住民記録のオ ンラ

イ ン化」や 「機械発行証明の漢字化」等はそ うい った システム変更の例である。 しか し、不

具合や社会的要請 に各 々対応す る、いわば 《対症療法》では、根本の問題点を覆 い隠 し、 シ

ステム整備の要件を更 に複雑化 して しま う。その意味で は、現在表面化 してきてお り、今後

求め られ る社会的要求 は、一時に解決 して しまえるよ うな単純 な原因に根差 した ものではな

いので、総合的計画的な段階を経て、 「適正課税 」が可能な事務処理 システムへ と変更す る

ことが急務であると言える。

以上のような、検討を踏 まえた上で、当市 において、 「地図情報 システム」の導入が行わ

れ ることとな った。 この システムは単に 「地図」が見え るという類の もので はな く、資産税
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業務 における統合事務処理 システム構築のための基幹 システムと位置付け ることがで きる。

実体 は、パーソナル コンピュータによる課 内LANシ ステムとなるが、パ ソコンLANの 特

性を活か し、今後その上に発展的なシステム構築が出来 るように考慮 された ものである。 こ

の システムにおいては評価の決定に際す る重要な資料等 も容易に入力 ・検索す ることが出来

るよ うになり、地図 というアナ ログ情報 と相 まって、説得力のある資料作成 も可能である。

つ ぎに、当市の計画のあ らま しを記す。

2)資 産税事務 システム整備予定

① 目 的

資産税課における事務処理 システムを計画的に整備 し、 《適正課税》が可能な システムを

整える。

② 計 画

ア 現時点での成果資料

現在、 これ までの委託作業等 により、平成6年 度評価替え年度まで に、次の情報が揃え

られている。

(ア)基 礎資料

・土地利用現況図

・商業施設現況図

・供給処理施設図(公 共下水道)

・供給処理施設図(都 市ガス)

・土地条件図

・交通条件図

(イ)そ の 他

・状況類似地域ブロ ック図

・取引事例 カー ド

・標準地仮評価調書(現 地写真含む)

・路線 コー ド付設図

・同上陽画焼製本

・標準地価格要因一覧表

・路線価格要因一覧表(時 価路線価格含む)

・評価マスター(電 算用)

以上の資料 は、課税行為を行 う上で基本的な資料 となるもので ある。 これ らは平成6年

の時点での最新資料 となるが、多 くは紙 による[ア ナログ表現資料]と して提供 されてい

る。当課にて管理 している課税資料の うち、 【土地】に関 して はいわば平成6年 時点での
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最新の情報が揃 うことにな る。

しか し、 これ ら情報は、 《紙》管理上の資料 と して提供され るため、その欠点か ら抜け

出ることは出来 ない。また、 これ ら資料 は常 に変動 してお り、 このままで、平成9年 の

《評価替え》に使用で きるものではない。新たな委託等の調査を行 うことにより、 これ ら

資料の 《更新》を行 うことが必要 になる。

そこで、今後の計画については、現行の状態を出発点 と して計画立てるのが妥当である

と思われる。

次に掲げ る計画において、最大限 《紙台帳管理》の欠点を補 い、 《有効な電算活用》を

目指 し、 《適正課税》に結び付けて行 くための 《事務処理 システム》の変更を行 う。

イ 第一次事務処理 システム変更

(資産税事務の基礎 システムの導入)

(ア)目 的

迅速な 《地図》関連情報の管理を可能 に し、事務処理 システムの基礎 とな るシステム

を構築す る。 これ により地図情報(『 地番図』 『路線価付設図』 『家屋図』)に ついて、

資産税 における最 も基礎的な資料を電算運用で きるようにする。

(イ)概 要

平成9年 《評価替え》に向けて、資産税事務 における機械処理 システムの基礎 となる

《パ ソコンによる課 内ネ ッ トワークシステム》を導入する。 これは、 「地図情報管理 シ

ステム」を根幹 とした 《資産税事務処理 システム》である。

この 《システム》を事務処理 システムとして取 り込むことによ り、 まず基本的な課税

の 《出発点》をお さえ る事がで きる。そこで、当課 において は、 このシステムを 《基礎

システム》 と して、更に業務 内容の合理化を発展的に推進す ることが 出来 るようになる。

これ は、近年の電算 システムの目覚ま しい成長により、実現可能 とな った ことであ り、

この事務処理 システムに連動させて、ほとん どの処理を連動 して管理す ることがで きる

ようになる。

その意味ではこの 《システム》 は、 「資産税業務 におけるプ ラッ トホーム」であると

位置付けることがで きる。 この システムがあって初めて、更な る事務改善が可能 となる。

(ウ)補 足

上記の 《パ ソコンによる課 内ネ ッ トワークシステム》導入の実体は 《パ ソコン》 によ

る 《サーバ ・クライアン ト型LANシ ステム》の導入であ る。 この方式は、最近 にな っ

て特 に注 目を集め、各所で導入が始ま っているが、 その特長 と しては 《データの共有》

とい うことが挙げ られる。

つ まり、当課 に関する 《各種》資料を一 ヶ所のパ ソコンで集中的に持 ち、それを相互

接続 したパ ソコンか ら利用で きるシステムが提供される。 この システムは第一次の導入
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において次の ようなメ リッ トを生む。

・ 《重複 した資料》を持っ必要がな くなる。

・[デ ジタル表現型資料]と[ア ナログ表現型資料]の 融合が図れる。

・ 《資料》の同時参照が可能にな る。

・ 《資料》の突合が行われ、 《各種資料》間の整合性が保たれ る。

・ 《事務処理 システム》 として汎用機か ら離れた 《単独運用》が可能 になる。

・ 《即時処理》が可能 になる。

・パ ソコン毎の別処理が可能 になる。

・ 《紙台帳》の代用 と しての運用が可能 になる。

・ 《システム》 としての拡張性を確保す ることがで きる。

(エ)欠 点の回避等

しか し、上記のよ うなメ リッ トを持つ事務処理 システムであ って も、欠点を抱えては

い る。使用機器の台数が充分でない場合 にはく業務の ピー ク時等 に、 《紙台帳管理》 に

較べて、更に事務 に時間がかか ることが予想 され る。パ ソコンを1台 と2台 とかいう型

で試験導入することは、全 く逆の評価を引 き出 して しま う。必要な機能を有効 に運用 し

ようとすれば、スター トか ら必要な機材が必要数揃 っていなければな らない。その よう

なシステムが出来たとして も、更に操作者の研修期間的な意味合 いで多少の猶予期間が

その 《評価》までには必要 とな る。

また、上記の状況 によ り、 「導入 コス トの問題」 と 「事務処理 システムの管理運用者

の問題」が発生す る。 しか し、機能 させ るための最低限の機械規模を把握 し、後の拡張

性 を勘案 してスター トするな らば、今後の事務処理 システムの充実に比 して、初期投資

としては安価な もの とな る。

また、 システム管理者の問題 は、本 システムについて、手順化 して仕様書を作成 して

お くことによ って、保守 ・更新を委託す ることも可能 となる。

電算化の過程で考慮 しなければな らないことの一つ に、 「《専門的技能 ・知識》をで

き得 る限 り機械 に任せる」 とい うことがある。後 に本 システムの拡張部分 として述べ る

が、 「エキスパ ー ト・システム」の様な処理系を可能 な らば使用 し、担当者の 《専門

化》は極力避ける必要がある。それは、組織の中で人の異動に耐え得 る事務処理 システ

ムを作 り上げることに密接 に関連 している。ひとたび、その視点で 《資産税事務処理 シ

ステム》を眺めれば、その運用管理であって も 《専門化》は避ける必要がある。今後作

り上 げるシステムについてはこのよ うな観点か らの事務処理改善 も必要 となる。

いずれにせよ、 この段階で構築 した 《事務処理 システム》があ って初めて、 「課税明

細送付」や 「路線価の公開」に向けての基礎的な システムが整 うこととなる。
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ウ 第二次事務処理 システム変更

(資産税課税事務 システムの拡張)

(ア)目 的

[アナログ表現型資料]の 統合 と小規模業務の運用 と汎用機 リンクを実現す ることに

よ り、汎用機 とパ ソコンLANの 一体化 した処理が可能なようにする。

(イ)概 要

《事務 システム》の拡張を図 る。[ア ナログ表現型資料]に ついて も、航空写真 と地

番図の重ね合わせ等の他、各 《書類》 《地 図》 《台帳》を検索 ・保管で きるようにする。

また、汎用機側 との連動を図り、極力手処理を介さない状態 にす る。

更 に 「家屋評価 システム」の 《家屋図》 との連動を図 り、手処理時間を大幅に短縮す

る。

(ウ)補 足

第二次変更 においての主眼 は、 《手処理》部分の減少 と 《紙台帳管理》の 《占有 ス

ペース》の問題の解決、及び 《汎用機処理》 との円滑な連動である。

この観点か らの 《事務処理 システム》の更な る拡張を行 う。

『名寄帳』のよ うに、本来[デ ジタル表現型資料]に 属す るものであって も、その事

務処理形態 ・汎用機側の処理形態を勘案 し、[ア ナログ表現型資料]と して扱 うことに

な るものがある。

また、汎用機 と課 内の システムを効率良 く連動 させ るために、極力その間に介入する

手処理を排除する。 また、処理 自体を汎用機側に移行するもの もある。

拡張 された事務処理 システムに連動す る形で、 「家屋評価 システム」を リンクする。

これ により、 【家屋】の事務処理 にかかる時間は短縮 され、事務の流れ は大幅に変更を

受 ける可能性がある。

この段階で、 《紙台帳管理》はほとん どの部分が 《電算管理》 に移行す る。

エ 第三次事務処理 システム変更

(資産税事務処理 システムの完成)

(ア)目 的

全ての関係資料の連動 と、外部への資料提供が可能な システムの整備、及び職員の変

動 に耐 え得るエキスパー トシステムの導入を図 り、資産税事務処理 システムの完成 とす

る。

(イ)概 要

第三次事務処理 システム変更 においては、 「物仲 情報の統合運用」 「汎用機への適正

業務移行」 「担 当業務の専門化の回避 」等を基本方針 として、 システムを拡張す る。

今後の社会的要求の中心 となって いくと予想され る 《情報の開示》、その前提 となる
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《適正課税》等、 この段階 において、ほとん どの細 目は事務処理 システムの視点か ら見

て も満たされ ることになるので、 この段階 において当初の目的は達成 され ると考え られ

る。

(ウ)補 足

本段階に至 って、 《資産税事務処理 システム》 は完成されたと見 ることができる。

この状況にあって は、当初問題 とされた全ての ことについて、一応 の回答が得 られる

ことになる。 これだけの 《道具立て》が用意 されて初めて、組織的な体制の検討 も、職

員の配置の問題 も比較的考慮 しやすい事務処理 システムがで き上がると言える。

しか し、本段階で拡張す る変更については、部局をまたが る総合的な検討が必要な部

分 もあ り、またその 《電算処理》の内容について も非常 に高度なもの とな っている。

したが って、細部 については、事務の システム改善が進むにつれて、更 に検討を加え、

よ り合理的な変更を構築す る必要がある。当初設置 された機械 システムが本処理 システ

ムの中で効率的に運用できる性能を、依然 として確保 してい るか とい う形の
、 「ハ ー ド

ウェア」つま り 《機械その もの》の妥当性の検討 も重要課題である。

おわ りに

資産税業務 にとって、 《地図》 と 《評価》 とい う命題は、根幹をなす課題である。 これが有機

的かつ合理的に連動 し、課税 システムとして機能することは本来の職務か ら考えると本節である

と考え られ る。

しか しなが ら、課税行為 は、それ ら以上に多 くの関連事項を含んでお り、 日々の各担当者の業

務 を分析 してみれば、決 して単純 な図式で表 され るものではない。

この意味で、実用 になる事務処理 システムを構築 しよ うとすれば、様 々な関連を把握 し、整理

し、人のす る仕事 として再認識することか ら出発 しなければな らない。

パーソナル ・コンピュータの性能が現在のように著 しく向上 し
、GUI(GraphicalUserInter-

face)等 の新 しい考え方の流れの中で、人が しなければな らない部分 と機械に任せ られる部分の

区分けを明確に見極め、その役割分担のタイ ミングを調整 して行 く作業 は、まさに人の仕事の部

分で もある。

当市における 《地理情報 システム》の試みは、そ ういった もろ もろの諸条件を考慮で きるシス

テム として構築 して行 きたいと考えている。
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3固 定資産税業務 における地図情報の利活用に関する調査結果の考察

ア ンケー トは、1地 図情報の整備状況等、2地 図情報のデータ(図 形データ)の 種類 ・構造、

3図 面の整備状況、4デ ータ化を行 った地図情報の システム化の状況、

5そ の他、

の5つ に大区分 して調査を行 った。

なお、調査方法 は、固定資産税 における現況確認のために航空写真を導入済みあ るいは予定の団

体を中心に全市 町村の約1割 である330団 体を対象 として、文書によるア ンケー ト調査(「 固定資産

の地図情報の利活用に関す る調 」)の方法によった。

調 査 団 体 数
人 口 区 分

市 町 村 計

50万人以上 7 0 0 7

20～50万 人未満 16 0 0 16

10～20万 人 未 満 20 0 0 20

5～10万 人未満 56 1 0 57

4～5万 人未満 12 7 0 19

3～4万 人未満 17 11 2 30

2～3万 人未満 8 29 0 37

1～2万 人未満 1 77 3 81

1万 人未満 0 51 12 63

計 137 176 17 330

また、回答率は100%で あった。

ただ し、調査表の集計 に当た り、各調査事項については回答(記 入)の あった団体のみ集計 し割

合を求めたので、必ず しも、各項 目の団体数 は調査団体数(330)と は一致 しない。

(1)地 図情報の整備状況等

ア 地図情報のデータ化の現状

Q地 図情報のデー タ化の状況 はどのよ うになっているのか。

A表1

人 口 区 分

区 分 計 50万人以上
20万人以上
50万人未満

10万人以上
20万人未満

5万人以上

10万人未満

4万人以上

5万人未満

3万人以上
4万人未満

2万人以上
3万人未満

1万人以上
2万人未満

1万人未満

(ア)す で にデ ータ化及

び当該データを活用 46 1 4 3 10 7 2 5 8 6

したシステムも開発 (14) (0) (1) (1) (3) (2) (1) (2) (2) (2)

し稼働中である

(イ)デ ータ化 は完了 し

たが、 システムは開 54 1 2 8 15 2 5 2 14 5

発中若 しくは開発予 (16) (0) (1) (2) (5) (1) (2) (1) (4) (2)

定である
(ウ)現 在データ化 中で

あ り、 システム も開 83 2 6 5 13 4 9 12 20 12

発中若しくは開発予 (25) (1) (2) (2) (4) (1) (3) (4) (6) (4)

定である
(エ)データ化及びシス
テムの開発を今後予

定 している

49
(15)

1

(0)

2

(1)

2

(1)

6

(2)

2

(1)

3

(1)

8

(2)

10

(3)

15

(5)

(オ)現段階ではデータ

化及びシステムの開
発の予定がない

74

(22)

1

(0)

2

(1)

1

(0)

7

(2)

3

(1)

9

(3)

6

(2)

23

(7)

22

(7)

(カ)そ の 他
24

(7)

1
(0)

0

(0)

1

(0)

6

(2)

1

(0)

2

(1)

4

(1)

6

(2)

3

(1)

上段:回 答団体数
下段:本 設問に回答のあった団体に占める割合
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「地図情報」とは、従来は紙等の図面(地 形図や公図等)に 線で表現 されていた道路、河

川、等高線、筆界線等のことをいうものであるが、 これ ら地図上の線をコンピュータで処理

可能な数値で表せるよ うにす ることが 「地図情報のデータ化」である。

「システム」 とは、本報告書 において は、データ化 した地図情報を コンピュータで処理 し

て、よ り高度利用で きるよ うソフ トウェア等を開発す ることをい うものであ る。

表1は 、地図情報のデータ化の状況をア ンケー トした結果である。 これをみ ると、調査対

象である330団 体の うち14%で ある46団 体が既 にデータ化を済 ませ当該 データを活用 した シ

ステム も開発 し稼働 中であるとしている。 なお、ア ンケー ト調査対象団体は、固定資産税 に

おける状況確認のために航空写真を導入済み、あるいは予定の団体の中か ら選定 しているこ

とか ら、全市町村に占める割合はかなり低い もの と判断できる。

また、データ化が完了、若 しくは、データ化中の団体は、330団体の半数を超え る183団 体

(55%)で ある。

また、 システムの開発が稼働 中、若 しくは、開発中の団体は、330団体の約3分 の1の100

団体(30%)で ある。

ア ンケー ト対象 と した、固定資産税における現況確認のための航空写真を導入済み、ある

いは予定の団体であ って も、ア ンケー ト結果か らは、現 段階ではデータ化及びシステムの開

発の予定がない とした団体 も、74団 体(22%)あ る。

イ 地図情報のデータ化を進 められない理 由

Qア で(オ)又 は(カ)と 回答 した団体において地図情報のデータ化が進め られない理由は何か。

A表2(重 複回答)

アで(オ)と ア ンケー ト

回答 した団 対象団体に
区 分 回答団体数

体に占める 占める割合

割合(%) (%)

多大な費用がかか り、費用対効果が認め られないた
(ア) 70 95 21

め

データ化 ・システム化の標準化が図 られず、時期 尚
(イ)

早 と認め られ るため
36 49 11

データ化の効果及びシステムの利用方法が明確にな
(ウ) 51 69 16

っていないため

(エ)そ の 他 9 12 3
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本設問は前の設問アで、現段階ではデータ化及びシステムの開発の予定がないと した74団

体(設 問アの(カ)の うち(オ)に 準ずる回答を した団体はなか ったため(オ)の みの団体数)に

おいて地図情報のデータ化が進 め られない理由についてア ンケー トした ものである。

これをみ ると、(ア)多 大 な費用がかか り、費用対効果が認め られないためと した団体が70

団体 と74団 体の95%、(ウ)デ ータ化の効果及びシステムの利用方法が明確にな っていないた

め とした団体が51団 体 と74団 体の69%と 、 ほとんどの団体が、費用対効果の面で疑問を抱 い

ているために、地図情報のデータ化が進め られないという結果が得 られた。

ウ 地図情報のデータ化の理 由

Q地 図情報のデー タ化を図 った(又 は予定す る)の は、どのような理 由(目 的)か らか。

A表3

アで(ア)か ア ンケー ト

ら(エ)と 回 対象団体に

区 分 回答団体数 答 した団体 占める割合

に占める割 (%)

合(%)

固 定 資産税以 外 の部署 で デー タ化 が進 め られ たの(ア)
13 5 4

で、その活用を図 り費用対効果を高めるため

固定 資産税担 当部署が 中心 に整備 し課 税の適正化、(イ)
219 89 66

評価の適正化 ・均衡化を図るため

(ウ)そ の 他 22 9 7

(注)割 合の合計は四捨五入の関係で100%と はならない。

設問アにおいて、地図情報のデータ化を図 った、又は予定するとした団体 は247団 体(設

問ア(ア)か ら(エ)の ほか(オ)に おいて(ア)か ら(エ)に 準 じた回答を した15団 体を含む)あ る

が、その約9割 の219団 体が、その理 由として固定資産税担当部署が中心に整備 し課税の適

正化、評価の適正化 ・均衡化を図るため地図情報のデータ化を図 ることとした としてい る。
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エ 整備 ・運用方法

Q地 図情報のデータ化及び システム化の整備及び運用方法 はどのようになつているのか。

A表4

アで(ア)か ア ン ケ ー ト

ら(エ)と 回 対象団体に

区 分 回答団体数 答 した団体 占める割合

に占める割 (%)

合(%)

(ア)全て委託で行っている(又 は予定 している) 167 68 51

初期データ化及びシステムの初期開発は委託 した

(イ)(又 は予定 している)が 、運用は内部処理である 54 22 16

(又は予定である)

データ化及びデータメンテナンスは委託 とする(又

(ウ)は予定である)が 、システム開発及び運用は内部処 12 5 4

理である(又 は予定である)

(エ)全て内部処理である(又 は予定である) 1 0 0

(オ)そ の 他 15 6 5

(注)割 合の合計は四捨五入の関係で100%と はならない。

アにおいて、地図情報のデータ化を図 った、又 は予定す るとした団体は247団 体(前 の設

問 ウに等 しく(オ)の 一部を含む。)あるが、その68%で ある167団 体が、地図情報のデータ化

の整備及 び運用方法 は全て委託で行 ってい るか予定を しているとしてお り、内部処理(市 町

村内部で直営)の 団体 は一部にとどまっている。
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(2)地 図情報のデー タ(図 形データ)の 種類 ・構造

Q地 図情報のデータ(図 形 データ)の 種類 ・構造はどうな っているのか。

A表5-1デ ータ種類 ・構造

レ ラ 本設問に回 ア ンケ ー ト
ベ ク タ ー型

イ ス 回答団 答の あった 対象団体に

ヤ レ イ ヤ ー 区 分 地 図 要 素 名 タ 団体 に占め 占め るAの
ポ リゴ ン化 体数計

ー ー るAの 割合 割合

No. 有 無 型 A (%) (%)

1 地図骨格情報 行政界(町 丁界) 151 39 6 196 86 59

2 同 上 道路界 ・河川界 ・水際線 112 56 9 177 78 54

3 同 上 鉄道線界 85 52 8 145 64 44

4 家形情報 家 形 図 151 33 3 187 82 57

5 地形情報 等高線 ・標高(点) 14 62 9 85 37 26

6 地図注記情報 地図注記 52 61 9 122 54 37

7 構 図 門 ・塀等 11 48 8 67 29 20

8 植 生 植木等の植生界 8 49 7 64 28 19

9 地形図 シンボル 荒 地 等 5 48 9 62 27 19

10 変 形 地 崩 土 等 4 48 7 59 26 18

11 そ の 他 送 電 線 ・鉄 塔 ・駅 ・バ ス停 26 53 9 88 39 27

12 都市計画施設 公園 ・緑地 ・広場 19 51 6 76 33 23

13 都市計画情報 都市計画区分線 26 36 2 64 28 19

14 同 上 用途地域区分線 28 35 1 64 28 19

15 同 上 建ぺい率 ・容積率区分線 12 36 1 49 21 15

16 同 上 防火 ・準防火地域区分線 10 35 1 46 20 14

17 同 上 生産緑地地区区分線 6 36 1 43 19 13

18 同 上 緑地保全地区区分線 6 36 1 43 19 13

19 同 上 注記表示位置情報(主 要建物名称等) 22 41 2 65 29 20

20 建築関係情報 道路種別(二 項道路等の区分) 12 36 1 49 21 15

21 同 上 その他(町 づ くり ・住宅協定地区区分線) 1 37 1 39 17 12

'22
同 上 急傾斜崩壊危険区域区分線 7 35 1 43 19 13

23 同 上 建築確認申請情報(家 屋平面図) 0 39 2 41 18 12

24 固定関係情報 用途地区区分線 94 24 4 122 54 37

25 同 上 状況類似地区区分線 114 21 6 141 62 43

26 同 上 標準 宅地位 置ポイ ン ト 89 49 3 141 62 43

27 同 上 標準宅地価格表示ポイント 68 53 4 125 55 38

28 同 上 路線価区切り線 79 50 4 133 58 40

29 同 上 路線 価等表示ポイ ン ト 73 51 5 129 57 39

30 同 上 評価図(公 図)区 分線 88 30 4 122 54 37

31 そ の 他 - - - 48 21 15

累 計 1,373 1,280 134 2,787 -
-
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本表は地図情報のデータの種類 ・構造についてア ンケー トした結果である。 これを見 ると、

基本的な地図要素 としての、行政界(町 丁界)、道路界、河川界 ・水際線、鉄道線界、家形図、

地図注記のほか、固定資産税関係の地図要素 としての用途地区区分線、状況類似地区区分線、

標準宅地位置ポイン ト、標準宅地価格表示 ポイ ン ト、路線価区切 り線、路線価等表示ポイン ト、

評価図(公 図)区 分線について多 くの団体 において レイヤー区分がなされデータ化が図 られて

いる。

その内容を細か く見 ると、入力 に労力を要す るものの、修正作業が比較 的容易で、各種統計

処理に も対応で き、データ量 も比較的少量であるベ クター型データとしてデータ化 してい る団

体が圧倒的に多 い。
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A表5-2デ ータの使用部署(そ の1)

レ 固 定 資 産 税 都 市 計 画 防 災 公 害 建 築

イ 回 答 本設問に回 回 答 本設問に回 回 答 本設問に回 回 答 本設問に回

ヤ レイ ヤ ー区 分 地 図 要 素 名 団 体 答のあった 団 体 答のあった 団 体 答の あった 団 体 答のあった

ー 数 団体に占め 数 団体に占め 数 団体に占め 数 団体に占め

No. る割合(%) る割合(%) る割合(%) る割合(%)

1 地図骨格情報 行政界(町 丁界) 182 93 33 17 9 5 12 6

2 同 上 道路界 ・河川界 ・水際線 156 88 28 16 8 5 11 6

3 同 上 鉄道線界 121 83 23 16 4 3 6 4

4 家形情報 家形 図 167 89 27 14 6 3 7 4

5 地形情報 等高線 ・標高(点) 35 41 17 20 2 2 4 5

6 地図注記情報 地図注記 96 79 19 16 3 2 3 2

7 構 図 門 ・塀等 25 37 13 19 0 0 0 0

8 植 生 植木等の植生界 22 34 11 17 1 2 0 0

9 地形図 シンボル 荒 地等 18 29 11 18 2 3 1 2

10 変形地 崩土 等 15 25 10 17 1 2 0 0

11 そ の 他 送電線 ・鉄塔 ・駅 ・バ ス停 44 50 15 17 1 1 1 1

12 都市計画施設 公園 ・緑 地 ・広場 38 50 19 25 2 3 2 3

13 都市計画情報 都市計画区分線 28 44 19 30 1 2 3 5

14 同 上 用途地域区分線 27 42 20 31 1 2 3 5

15 同 上 建ぺい率 ・容積率区分線 13 27 10 20 1 2 3 6

16 同 上 防火 ・準防火地域区分線 11 24 7 15 1 2 3 7

17 同 上 生産緑地地区区分線 8 19 7 16 1 2 1 2

18 同 上 緑地保全地区区分線 7 16 6 14 1 2 1 2

19 同 上 注記表示位置情報(主要建物名称等) 37 57 11 17 0 0 0 0

20 建築関係情報 道路種別(二 項道路等の区分) 13 27 6 12 1 2 4 8

21 同 上 その他(町 づ くり ・住宅協定地区区分線) 2 5 2 5 0 0 2 5

22 同 上 急傾斜崩壊危険区域区分線 7 16 2 5 2 5 2 5

23 同 上 建築確認申請情報(家 屋平面図) 6 15 2 5 1 2 2 5

24 固定関係情報 用途地区区分線 104 85 2 2 0 0 1 1

25 同 上 状況類似地区区分線 129 91 2 1 0 0 0 0

26 同 上 標準宅地位置ポイント 125 89 0 0 0 0 0 0

27 同 上 標準宅地価格表示ポイント 109 87 0 0 0 0 0 0

28 同 上 路線価区切り線 119 89 1 1 0 0 0 0

29 同 上 路線価等表示ポイント 114 88 1 1 0 0 0 0

30 同 上 評価図(公 図)区 分線 104 85 2 2 2 2 3 2

31 そ の 他 44 92 0 0 0 0 0 0

累 計 1,926 - 326 - 51 - 75 -
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A表5-2デ ータの使用部署(そ の2)

レ 道 路 管 理 上 下 水 道 そ の 他 標 準 化 希 望

イ 回 答 本設問に回 回 答 本設問に回 回 答 本設問に回 回 答 本設問に回

ヤ レイヤ ー区分 地 図 要 素 名 団 体 答のあ った 団 体 答 のあった 団 体 答のあった 団 体 答のあった

ー 数 団体に占め 数 団体に占め 数 団体に占め 数 団体に占め

No. る割合(%) る割合(%) る割合(%) る割合(%)

1 地図骨格情報 行政界(町 丁界) 26 13 25 13 16 8 18 9

2 同 上 道路界 ・河川界 ・水際線 28 16 24 14 12 7 17 10

3 同 上 鉄道線界 16 11 17 12 7 5 11 8

4 家形情報 家形 図 15 8 21 11 10 5 15 8

5 地形情報 等高線 ・標高(点) 10 12 9 11 4 5 11 13

6 地図注記情報 地図注記 11 9 15 12 4 3 11 9

7 構 図 門 ・塀等 2 3 5 7 2 3 5 7

8 植 生 植木等の植生界 3 5 4 6 1 2 5 8

9 地形図シンボル 荒 地等 3 5 4 6 2 3 10 16

10 変 形地 崩土等 2 3 2 3 0 0 7 12

11 そ の 他 送電 線 ・鉄塔 ・駅 ・バス停 3 3 8 9 2 2 8 9

12 都市計画施設 公園 ・緑 地 ・広場 3 4 7 9 1 1 12 16

13 都市計画情報 都市計画区分線 2 3 4 6 1 2 12 19

14- 同 上 用途地域区分線 2 3 3 5 1 2 11 17

15 同 上 建ぺい率 ・容積率区分線 1 2 1 2 1 2 8 16

16 同 上 防火 ・準防火地域区分線 1 2 1 2 1 2 7 15

17 同 上 生産緑地地区区分線 1 2 1 2 1 2 6 14

18 同 上 緑地保全地区区分線 1 2 1 2 1 2 6 14

19 同 上 注記表示位置情報(主要建物名称等) 6 9 7 11 3 5 8 12

20 建築関係情報 道路種別(二 項道路等の区分) 8 16 3 6 1 2 10 20

21 同 上 その他(町 づ くり ・住宅協定地区区分線) 0 0 0 0 0 0 7 18

22 同 上 急傾斜崩壊危険区域区分線 1 2 0 0 0 0 7 16

23 同 上 建築確認申請情報(家屋平面図) 1 2 1 2 1 2 10 24

24 固定関係情報 用途地区区分線 0 0 1 1 0 0 21 17

25 同 上 状況類似地区区分線 0 0 1 1 0 0 22 16

26 同 上 標準宅地位置ポイント 0 0 0 0 1 1 21 15

27 同 上 標準宅地価格表示ポイント 0 0 0 0 1 1 22 18

28 同 上 路線価区切り線 0 0 1 1 1 1 22 17

29 同 上 路線価等表示ポイント 0 0 1 1 1 1 23 18

30 同 上 評価図(公 図)区 分線 3 2 4 3 5 4 18 15

31 そ の 他 1 2 3 6 0 0 0 0

累 計 150 - 174 - 81 - 371 -

-44-



本表は地図情報の データの種類 ・構造について担 当部署別 にア ンケー トした結果である。 こ

れを見 ると、前設問の分析の とお り基礎的な地図要素 としての、行政界(町 丁界) 、道路界 ・河

川界 ・水際線、鉄道線界、家形図、地図注記については、担当部署別 にみて もレイヤー区分が

なされデー タ化が図 られている割合が高い。等高線 ・標高(点)に ついて は、固定資産税、担

当部署以外では多 くの団体 においてデータ化が図 られている。

このほか、固定資産税担当部署 において は当然なが ら、固定資産税関係の地図要素 としての

用途地区区分線、状況類似地区区分線、標準宅地位置ポイ ン ト、標準宅地価格表示ポイ ン ト、

路線価区切 り線、路線価等 ポイ ン ト、評価図(公 図)区 分線について多 くの団体 においてデー

タ化が図 られている。 また、都市計画担当部署では公園 ・緑地 ・広場、都市計画区分線、用途

地域 区分線 について多 くの団体 においてデータ化が図 られている。 さらに、道路種別について

は建築、道路管理担 当部署 において多 くの団体においてデータ化が図 られている。

データ化 して いない団体 において、今後、全国的な標準 フォーマ ッ トの作成を希望す る地図

要素名 と しては、固定関係情報 と しての用途地区区分線、状況類似地 区区分線、標準宅地位置

ポイ ン ト、標準宅地価格表示ポイ ン ト、路線価 区切 り線、路線価等表示ポイン ト等 に希望が集

中 している。
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A表5-3図 面縮尺及び図面精度

1/250 1/500

本設問に回 ア ンケー ト 本設問に回 ア ン ケ ー ト

区 分
回答団体数

答のあった

団体に占め

対象団体に

占める割合
回答団体数

答のあった

団体に占め

対象団体に

占める割合

る割合(%) (%) る割合(%) (%)

固定資産税 25 12 8

都 市 計 画 1 3 0

防 災 公 害 1 20 0

建 築 1 14 0 3 43 1

道 路 管 理 6 40 2

上 下 水 道 6 40 2

1/1,000 1/2,000

本設問に回 ア ンケー ト 本設問に回 ア ンケー ト

区 分
回答団体数

答のあった

団体に占め

対象団体に

占める割合
回答団体数

答のあった

団体に占め

対象団体に

占める割合

る割合(%) (%) る割合(%) (%)

固定資産税 50 24 15 3 1 1

都 市 計 画 2 5 1

防 災 公 害 1 20 0

建 築 1 14 0

道 路 管 理 6 40 2

上 下 水 道 5 33 2

1/2,500 1/10,000

本設問に回 ア ン ケ ー ト 本設問に回 ア ン ケ ー ト 総回答

区 分
回答団体数

答のあった

団体に占め

対象団体に

占める割合
回答団体数

答のあった

団体に占め

対象団体に

占める割合 団体数

る割合(%) (%) る割合(%) (%)

固定資産税 147 70 45 2 1 1 210

都 市 計 画 36 95 11 38

防 災 公 害 3 60 1 5

建 築 2 29 1 7

道 路 管 理 4 27 1 15

上 下 水 道 5 33 2 1 1 0 15

(注)1団 体で複数の縮尺の図面を有 している場合があるため、回答団体数の合計は総回答団体数に

は必ず しも一致 しない。

本表 は、地図情報のデータの基礎 とな る図面縮尺、図面精度 について アンケー トした結果で

ある。 これを見ると、固定資産税担当部署において は、縮尺2,500分 の1、1,000分 の1、 都市

計画担当部署 において は、2,500分 の1、 防災 ・公害担当部署 においては2,500分 の1、500分 の

1、 建築担当部署においては500分 の1、2,500分 の1、 道路管理担当部署においては1,000分

の1、500分 の1、 下水道担当部署 において は500分 の1、1,000分 の1、2,500分 の1の 図面が主

に使用 されていることが分かる。
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(3)図 面の整備状況

Q図 面の整備状況 はどうな っているのか。

A表6-1図 面の整備状況

データ化 した地図情報による図面 ア ナ ロ グ 図 面 (青 焼 き 図 面 等)

区 分
ベ ク タ ー ラ ス タ ー デ ー タ 化 し な い 理 由

標 準 フ ォ ー

情 報 図 面 情 報 図 面 有 効 果 、 利 用

費用 対効 果 時 期 尚 早 そ の 他 マ ッ ト希 望

有 有 方 法 不 明確

回 答 回答団 回 答 回答団 回 答 回答団 回 答 Aに 対 回 答 Aに 対 回 答 Aに 対 回 答 Aに 対 回 答 Aに 対

団 体 体割合 団 体 体割合 団 体 体割合 団 体 する割 団 体 する割 団 体 する割 団 体 する割 団 体 する割

図 面 名

数 (%) 数 (%) 数A (%) 数 合(%) 数 合(%) 数 合(%) 数 合(%) 数 合(%)

1 固定資産税関係図面

用途地区区分図 90 33 3 1 87 32 27 31 13 15 24 28 20 23 13 15

状況類似地区区分図 111 41 6 2 110 40 42 38 20 18 29 26 20 18 12 11

標準宅地位置図 103 38 4 1 108 39 43 40 14 13 29 27 23 21 12 11

路線価図 117 43 6 2 65 24 25 38 11 17 17 26 12 18 13 20

土地 ・家屋現況図 152 55 3 1 39 14 12 31 6 15 11 28 11 28 11 28

土地地番図 190 69 3 1 64 23 25 39 10 16 17 27 12 19 10 16

土地地目図 161 59 3 1 36 13 13 36 6 17 12 33 6 17 11 31

家屋現況図 138 50 2 1 33 12 8 24 5 15 11 33 9 27 10 30

評価図(公 図) 67 24 2 1 98 36 44 45 14 14 28 29 14 14 10 10

駅勢圏図 15 5 0 0 14 5 10 71 0 0 7 50 2 14 3 21

2 その他の図面

都市計画図 15 5 9 3 122 45 60 49 22 18 36 30 8 7 8 7

地 形 図 15 5 10 4 73 27 42 58 14 19 18 25 5 7 7 10

急傾斜崩壊危険区域図 4 1 1 0 52 19 27 52 11 21 13 25 7 13 3 6

道路網図 13 5 2 1 101 37 51 50 19 19 30 30 8 8 7 7

道路台帳図 14 5 3 1 135 49 67 50 21 16 39 29 9 7 7 5

バス路線図 12 4 1 0 45 16 17 38 10 22 15 33 4 9 4 9

下水道普及図 16 6 2 1 60 22 30 50 10 17 21 35 7 12 5 8

都市ガス施設図 6 2 1 0 28 10 16 57 5 18 6 21 6 21 3 11

高圧線下図 7 3 1 0 21 8 10 48 6 29 4 19 6 29 5 24

公共施設位置図 22 8 1 0 41 15 19 46 6 15 14 34 5 12 5 12

土地利用現況図 10 4 0 0 56 20 27 48 14 25 13 23 6 11 8 14

建物利用現況図 11 4 0 0 41 15 18 44 10 24 11 27 7 17 6 15
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本表は、図面の整備状況 についてア ンケー トした結果である。なお、本設問に回答のあ った

団体数は274団 体で あった。

これを見 るとデータ化 した地図情報による図面の うちベ クター情報図面が有 ると した団体は

固定資産税関係図面の方がその他の図面 に比べてはるかに多 く、その他の図面においては一部

の団体に とどまってい る。固定資産税関係 図面の中で も、 「土地 ・家屋現況図」、 「土地地番

図」、 「土地地 目図」、「家屋現況図」については半数以上の団体が有 していると回答 している。

また、 ラスター情報図面が有 ると した団体 はわずか しか認め られないが、地形図 について は

データ化 した地図情報 による図面の うちラスター情報図面の割合が高いという点 に特徴が認め

られる。

アナログ図面が有 るとした団体は固定資産税関係図面の中では、 「用途地区区分図」、 「状況

類似地区区分図」、 「標準宅地位置図」、 「評価図」その他の図面の中では、 「都市計画図」、「道

路網図」、 「道路台帳図」な どで多 く認め られる。

また、アナログ図面についてデータ化 しない理由については、固定資産税関係図面、その他

図面 ともに、経費がかか り費用対効果が認め られないため、あるいは、データ化の効果、 シス

テムの利用方法が明確 となっていないため とした団体が多かった。

標準 フォーマ ッ トの希望 について は 「土地 ・家屋現況図」、「土地地 目図」、 「家屋現況図」 と

いった ものの希望が比較的多い。
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A表6-2-① ベ クター情報図面構成 レイヤー(固 定資産税関係図面)

図 面 名

レ

イ

ヤ

ー

レイ ヤ ー区 分 地 図 要 素 名

No.

1 地図骨格情報 行政界(町 丁界)
60

(68)

70

(63)

62

(60)

69

(59)

110

(72)

137

(72)

119

(74)

87

(63)

40

(60)

8

(53)

2 同 上 道路界 ・河川界 ・水際線
52

(58)

58

(52)

52

(50)

57

(49)

92

(61)

111

(58)

96

(60)

68

(49)

32

(48)

6

(40)

3 同 上 38 46 42 44 68 79 69 53 24 5鉄道線界
(42) (41) (41) (38) (45) (42) (43) (38) (36) (33)

4 家形情報 家形 図 36 43 43 40 106 40 41 90 19 3
(40) (39) (42) (34) (70) (21) (25) (65) (2) (20)

5 地形情報 等高線 ・標高(点)
7

(8)

7

(6)

7

(7)

10

(9)

13

(9)

16

(8)

16

(10)

10

(7)

6

(9)

0

(0)

6 地図注記情報 地図注記 14

(16)

16

(14)

14

(14)

19

(16)

37

(24)

38

(20)

35

(2)

31

(22)

15

(22)

5

(33)
7 構 図 門 ・塀等

2 2 2 3 8 4 4 7 1 0

(2) (2) (2) (3) (5) (2) (2) (5) (1) (0)

8 植 生 植木等の植生界 4

(4)

3

(3)

3

(3)

2

(2)

5

(3)

3

(2)

4

(2)

6

(4)

1

(1)

1

(7)
9 地形図 シンボル 荒 地等 3

(3)

3

(3)

3

(3)

2

(2)

2

(1)

2

(1)

2

(1)

3

(2)

1

(1)

0

(0)

10 変形 地 崩土 等 3

(3)

3

(3)

3

(3)

3

(3)

0

(0)

1

(1)

1

(1)

1

(1)

1

(1)

0

(0)
11 そ の 他 送電線 ・鉄塔 ・駅 ・バ ス停

5

(6)

7

(6)

5

(5)

9

(8)

11

(7)

14

(7)

11

(7)

8

(6)

6

(9)

3

(20)
12 都市計画施設 公園 ・緑地 ・広場 5

(6)

6

(5)

6

(6)

6

(5)

9

(6)

10

(5)

10

(6)

7

(5)

3

(4)

0

(0)

13 都市計画情報 都市計画区分線 7

(8)

5

(5)

5

(5)

2

(2)

2

(1)

2

(1)

3

(2)

2

(1)

2

(3)

0

(0)
14 同 上 用途地域区分線 7

(8)

6

(5)

5

(5)

2

(2)

1

(1)

2

(1)

1

(1)

2

(1)

2

(3)

0

(0)
15 同 上 建ぺい率 ・容積率区分線

3

(3)

3

(3)

3

(3)

2

(2)

0

(0)

0

(0)

0
(0)

1

(1)

0

(0)

0

(0)
16 同 上 防火 ・準防火地域区分線 3

(3)

3

(3)

3

(3)

1

(1)

2

(1)

2

(1)

2

(1)

1

(1)

0

(0)

0

(0)
17 同 上 生産緑地地区区分線 2

(2)

2

(2)

2

(2)

0

(0)

0

(0)

1

(1)

0

(0)

2

(1)

0

(0)

0

(0)
18 同 上 緑地保全地区区分線 2

(2)

2

(2)

2

(2)

0

(0)

2

(1)

3

(2)

2

(1)

2

(1)

0

(0)

0

(0)
19 同 上 注記表示位置情報(主要建物名称等) 12

(13)

11

(10)

11

(11)

8

(7)

16

(11)

12

(6)

10

(6)

11

(8)

4

(6)

2

(13)
20 建築関係情報 道路種別(二 項道路等の区分) 1

(1)

2

(2)

2

(2)

2

(2)

1

(1)

1

(1)

0

(0)

1

(1)

0

(0)

1

(7)
21 同 上 その他(町 づ くり ・住宅協定地区区分線) 1

(1)

1

(1)

1

(1)

0

(0)

0

(0)

1

(1)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)
2 同 上 急傾斜崩壊危険区域区分線 1

(1)

1

(1)

1

(1)

1

(1)

1

(1)

2

(1)

1

(1)

1

(1)

0

(0)

0

(0)
23 同 上 建築確認申請情報(家屋平面図) 1

(1)

1

(1)

1

(1)

1

(1)

1

(1)

2

(1)

1

(1)

1

(1)

0

(0)

0

(0)
24 固定関係情報 用途地区区分線 65

(72)

25

(23)

23

(22)

22

(19)

9

(6)

14

(7)

13

(8)

8

(6)

12

(18)

0

(0)
25 同 上 状況類似地区区分線 18

(20)

84

(86)

47

(46)

33

(28)

12

(8)

18

(9)

16

(10)

12

(9)

16

(24)

1

(7)
26 同 上 標準宅地位置ポイント 13

(14)

20

(18)

72

(70)

31

(26)

10

(7)

14

(7)

13

(8)

9

(7)

16

(24)

2

(13)
27 同 上 標準宅地価格表示ポイント

9

(10)

12

(11)

40

(39)

21

(18)

7

(5)

10

(5)

9

(6)

6

(4)

12

(18)

1

(7)
28 同 上 路線価区切 り線 8

(9)

12

(11)

10

(10)

82

(70)

8

(5)

9

(5)

15

(9)

8

(6)

13

(19)

2

(13)
29 同 上 路線価等表示ポイント 6

(7)

8

(7)

9

(9)

69

(59)

6

(4)

7

(4)

11

(7)

7

(5)

9

(13)

1

(7)
30 同 上 評価図(公 図)区 分線

8

(9)

10

(9)

10

(10)

18

(15)

32

(21)

43

(23)

34

(21)

18

(13)

35

(52)

1

(7)上段:回 答団体数

下段:本 設問に回答のあった団体に占める割合

-49-

駅
勢
圏
図

評

価

図

(
公

図

)

家
屋
現
況
図

土
地

地

目

図

土
地
地
番
図

土

地

・
家

屋

現

況

図

路
線
価
図

標
準
宅
地
位
置
図

状
況
類
似
地
区
区
分
図

用
途
地
区
区
分
図



A表6-2-② ベクター情報図面構成 レイヤー(そ の他の図面)

レイ ヤー区分 地 図 要 素 名

No.

1 地図骨格情報 有政界(町 界)
14

(93)

13

(87)

3

(75)

7

(54)

9

(64)

4

(33)

10

(63)

2

(33)

4

(57)

10

(45)

4

(40)

6

(55)

2 同 上 道路界 ・河川界 ・水際線
14

(93)

13

(87)

4

(100)

7

(54)

10

(71)

4

(33)

11

(69)

3

(50)

4

(57)

10

(45)

4

(40)

6

(55)

3 同 上 鉄道線界
13

(87)

12

(80)

3

(75)

6

(46)

7

(50)

3

(25)

8

(50)

2

(33)

3

(43)

9

(41)

4

(40)

6

(55)

4 家形情報 家 形 図
10
687)

9

(60)

1

(25)

5

(38)

6

(43)

1

(8)

8

(50)

1

(17)

3

(43)

9

(41)

4

(40)

6

(55)

5 地形情報 等高線 ・標高(点)
12

(80)

10

(67)

1

(25)

2

(15)

4

(29)

1

(8)

4

(25)

1

(17)

2

(29)

6

(2)

1

(10)

2

(18)

6 地図注記情報 地図注記
10

(67)

8

(53)

1

(25)

2

(15)

3

(21)

1

(8)

6

(38)

1

(17)

2

(29)

6

(2)

1

(10)

3

(2)

7 構 図 門 ・塀等
8

(53)

4

(2)

0

(0)

1

(8)

1

(7)

1

(8)

4

(25)

1

(17)

1

(14)

3

(14)

0

(0)

1

(9)

8 植 生 植木等の植生界
7

(47)

5

(33)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

1

(8)

2

(13)

1

(17)

0
(0)

4
(18)

1
(10)

2

(18)

9 地形図シンボル 荒 地 等
9

(60)

5

(33)

0

(0)

0

(0)

1

(7)

1

(8)

3

(19)

1

(17)

0

(0)

3

(14)

0

(0)

1

(9)

10 変 形 地 崩 土 等
7

(47)
5

(33)

0

(0)

0

(0)

1

(7)

1

(8)

2

(13)
1

(17)
0

(0)

2

(9)

0

(0)
1

(9)

11 そ の 他 送電線 ・鉄塔 ・駅 ・バス停
10

(67)

6

(40)

0

(0)

2

(15)

2

(14)

6

(50)

4

(25)

1

(17)

2

(29)

7

(32)

0

(0)

1

(9)

12 都市計画施設 公園 ・緑地 ・広場
9

(60)

5

(33)

0

(0)

3

(23)

2

(14)

1

(8)

3
(19)

1

(17)

1

(14)

4

(18)

0

(0)

1

(9)

13 都市計画情報 都市計画区分線
8

(53)

3

(20)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

1

(8)

1

(6)

1

(17)

0

(0)

2

(9)

1

(10)

2

(18)

14 同 上 用途地域区分線
6

(40)

3

(20)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

1
(8)

1

(6)

1

(17)

0

(0)

1

(5)

0

(0)

1

(9)

15 同 上 建ぺい率 ・容積率区分線
2

(13)

1

(7)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

1

(8)

1

(6)

1

(17)

0

(0)

1

(5)

0

(0)

0

(0)

16 同 上 防火 ・準防火地域区分線
2

(13)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

1

(8)

1

(6)

1

(17)

0

(0)

1

(5)

0

(0)

0

(0)

17 同 上 生産緑地地区区分線
0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

1

(8)

1

(6)

1

(17)

0

(0)

1
(5)

0

(0)

0

(0)

18 同 上 緑地保全地区区分線
0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

2

(17)

1

(6)

1

(17)

0

(0)

1

(5)

0

(0)

0

(0)

19 同 上 注記表示位置情報(主要建物名称等)
4

(27)

1

(7)

0

(0)

2

(15)

2

(14)

1

(8)

3

(19)

1

(17)

1

(14)

6

(2)

1

(10)

1

(9)

20 建築関係情報 道路種別(二項道路等の区分)
0

(0)

0

(0)

0

(0)

4
(31)

3

(21)

2

(17)

2

(13)

1

(17)

1

(14)

3

(14)

0

(0)

0

(0)

21 同 上 その他(町 づ くり・住宅協定地区区分線)
0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

1

(8)

1

(6)

1

(17)

0

(0)

1

(5)

0

(0)

0

(0)

22 同 上 急傾斜崩壊危険区域区分線
0

(0)
0

(0)

2

(50)

0

(0)

0

(0)

1

(8)
1

(6)

1

(17)

1

(14)

1

(5)

0

(0)

0

(0)

23 同 上 建築確認申請情報(家屋平面図) 0

(0)

0

(0)

1

(25)

0

(0)

0

(0)

1

(8)

1

(6)

1

(17)

1

(14)

1

(5)

0

(0)

0
(0)

24 固定関係情報 用途地区区分線
1

(7)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

1

(8)

2

(13)

2

(33)

1

(14)

1

(5)

1

(10)

0

(0)

25 同 上 状況類似地区区分線
0

(0)

0

(0)

0

(0)

1

(8)

0

(0)

1

(8)

4

(25)

2

(33)

0

(0)

1

(5)

0

(0)

0

(0)

26 同 上 標準宅地位置ポイント
0

(0)

0

(0)

0

(0)

1

(8)

0

(0)

1

(8)

1

(6)

1

(17)

0

(0)

1

(5)

0

(0)

0

(0)

2 同 上 標準宅地価格表示ポイント
0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

1

(8)

1

(6)

1

(17)

0

(0)

1
(5)

0

(0)

0

(0)

28 同 上 路線価区切り線
0

(0)

0

(0)

0

(0)

1

(8)

0

(0)

1

(8)

2

(13)

2

(33)

0

(0)

1

(5)

0

(0)

0

(0)

29 同 上 路線価等表示ポイント
0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

30 同 上 評価図(公 図)区 分線
0

(0)

0

(0)

0

(0)

1

(8)

1

(7)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

上段:回 答団体数

下段:本 設問に回答のあった団体に占める割合
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本表 は、ベ クター情報図面の構成 レイヤーについて アンケー トした結果である。

これを見 ると、固定資産税関係図面において もその他の図面 において も地図骨格情報 として

行政界(町 丁界)、道路界 ・河川界 ・水際線等はほとんどのベ クター情報図面 において レイヤー

として持 っている。

鉄道線界、家形図の レイヤーについて は、用途地 区区分図、標準宅地位置図、土地 ・家屋現

況図、都市計画図、地形 図、道路台帳図、下水道普及図、高圧線下図、公共施設位置図、土地

利用現況図、建物利用現況図において持 っている。図面に特有の レイヤーとして は、用途地 区

区分図で は用途地区区分線、状況類似地区区分図で は状況類似地区区分線、標準宅地位置図で

は標準宅地位置 ポイ ン ト、路線価図では路線価 区切 り線、路線価等表示ポイ ン ト、評価図(公

図)で は、評価 図(公 図)区 分線、都市計画図では、門、地形 図 シンボル、送電線、駅、公

園 ・緑地 ・広場、都市計画区分線、用途地域 区分線、地形図で は、等高線 ・標高、急傾斜崩壊

危険区域図で は急傾斜崩壊危険区域区分線、バ ス路線図ではバス停等があげ られる。

(4)デ ータ化 を行 った地図情報の システム化の状況

ア 地図情報 システムの形態

Q地 図情報 システムはどのよ うな形態か。

A表7

(1)アで(ア) ア ンケー ト

か ら(ウ)と 対象団体に

区 分 回答団体数 回答した団 占める割合

体に占める (%)

割合(%)

データをデータベース化(構 造化)し て コンソール

(ア)画 面 に表示 し、入力更新 ・検索 ・編集 ・図面出力等 38 64 21

の機能を有する

データをデータベース化 して コンソール画面に表示
9 16 5

(イ)し 、検索 ・図面 出力(ハ ー ドコピー)の みの 機能 を

有する

デー タをデータベース化 して コンソール画面 に表示(ウ)

し、検索のみが可能
0 0 0

データを磁気 テープで管理 し、必要に応 じ図面の出(エ)

力を行 う
40 73 24

(オ)そ の 他 9 17 5

本設問 は(1)の設問アで、 データ化は完了 した又 はデータ中で あると した183団 体において

地図情報 システムの形態 についてア ンケー トした ものである。

これをみ ると、デー タをデータベース化(構 造化)し て コンソール画面 に表示 し、入力更
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新 ・検索 ・編集図面出力等の機能を有す るとした、最 も多機能 なシステムと、データを磁気

テープで管理 し、必要 に応 じ図面の出力を行 うとす る、 システムに2極 化されていることが

分か る。

イ 表示 ・保存処理設置の種類 ・

Qア で(エ)以 外 と回答 した団体において表示 ・保存 ・処理設置の種類 は何か。

A表8

アで(エ)以 ア ンケー ト

外と回答し 対象団体に

区 分 回答団体数 た団体に占 占める割合

める割合 (%)

(%)

(ア)パ ー ソ ナ ル ・コ ン ピ ュ ー タ 43 86 13

(イ)エ ン ジ ニ ア リ ン グ ・ワ ー ク ス テ ー シ ョ ン(EWS) 39 78 12

(ウ)ミ ニ ・コ ン ピ ュ ー タ 0 0 0

(エ)汎 用 コ ン ピ ュ ー タ 8 16 2

(オ)そ の 他 6 12 2

本設問 は前の設問アで、 データを磁気テープで管理 し、必要に応 じ図面の出力を行 うとし

た以外の団体(設 問アの(オ)の うち(ア)か ら(ウ)に 準ず る回答を した3団 体を含む50団 体)

で、 コンソール画面を用いるシステムにおいて、表示 ・保存 ・処理装置について アンケー ト

した もめである。

これをみ ると、 ほとん どの団体が、パー ソナル ・コンピュー タ及びエ ンジニア リング ・

ワークステーション(EWS)を 使用 してお り、従来主流であ った ミニ ・コンピュータ、汎

用 コンピュータによるのは少な くな っている。
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ウ コンソール画面上での機能

Qコ ンソール画面で地図情報を展開 している場合(予 定を含む)の 機能 はどのよ うな ものか。

A表9-1画 面数

本設問に回 ア ンケー ト

答のあった 対象団体に
区 分 回答団体数

団体に占め 占める割合

る割合(%) (%)

1画 面 19 23 6

2画 面 10 12 3

3画 面 7 9 2

4画 面 9 11 3

5画 面 4 5 1

6画 面 5 6 2

7画 面 1 1 0

8画 面 1 1 0

9画 面 2 2 1

10画 面 7 9 2

12画 面 1 1 0

15画 面 1 1 0

20画 面 2 2 1

47画 面 1 1 0

60画 面 1 1 0

64画 面 1 1 0

87画 面 1 1 0

100画 面 1 1 0

134画 面 1 1 0

173画 面 1 1 0

537画 面 1 1 0

任 意 4 5 1

(注)割 合の合計は四捨五入の関係で100%と はな

らない。

本設問はコンソール画面で地図情報 を展 開する場合の画面数をアンケー トした ものである。

これをみ ると、回答のあった81団 体の約半数までが1～4画 面 としてお り、それ ほど多い

もの とはなって いない。
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A表9-2画 面編集機能(縮 尺変更、 レイヤー重ね合わせ等)

本設問に回 ア ン ケ ー ト

区 分 回答団体数
答のあ った 対象団体に

団体に占め 占める割合

る割合(%) (%)

(ア)有 101 96 31

(イ)無 4 4 1

本設問は コンソール画面で地図情報を展開 した場合、画面操作により、画面縮尺の変更、

表示 したい レイヤーの選択、重ね合わせ及び面の色塗 り等が 自由にで きるといった画面編集

機能 についてア ンケー トした ものである。

これをみ ると、縮尺変更、 レイヤー重ね合わせ等の画面編集機能 についてはほとん どの団

体で有 していることがわかる。

A表9-3複 数画面スクロール機能の有無

本設問に回 ア ン ケ ー ト

区 分 回答団体数
答のあった 対象団体に

団体に占め 占める割合

る割合(%) (%)

(ア)有 89 88 27

(イ)無 12 12 4

本設問はコンソール画面で地図情報を展開 した場合、観察 したい部分が複数の画面にまた

が っている場合に、画面の切 り替えな しで連続的に画面を動かす ことがで きる機能について

ア ンケー トした ものである。

これをみると、複数画面のスクロ-ル 機能について も、ほとん どの団体で有 している。

A表9-4図 面出力機能の有無

本設問に回 ア ンケー ト

区 分 回答団体数
答のあった 対象団体に

団体に占め 占める割合

る割合(%) (%)

(ア)有 99 94 30

(イ)無 6 6 2

本設問はプ ロッター(図 面出力装置)か ら図面を出力で きる機能についてア ンケー トした

ものであ る。これをみ ると、図面 出力機能 について も、 ほとんどの団体で有 している。
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A表9-5出 力図面サイズ

本設問に回 ア ン ケ ー ト

区 分 回答団体数
答のあった

団体に占め

対象団体に

占める割合

る割合(%) (%)

(ア)A0版 31 32 9

(イ)A1版 4 4 1

(ウ)A2版 5 5 2

(エ)A3版 24 25 7

(オ)A4版 6 6 2

(カ)B4版 10 10 3

(キ)任 意 12 13 4

(ク)そ の 他 4 4 1

(注)割 合の合計は四捨五入の関係で100%と はならない。

本設問 はプ ロッターか ら出力で きる図面の最大サイズについてア ンケー トした ものである。

これをみ ると、A0版 、A3版 、B4版 とす る団体が多い。一方で任意の出力がで きるも

の もある。

A表9-6地 図情報の更新機能の有無

本設問に回 ア ンケー ト

答の あった 対象団体に
区 分 回答団体数

団体に占め 占める割合

る割合(%) (%)

(ア)有 87 84 26

(イ)無 17 16 5

本設問 はコンソール画面で地図情報を展開 した場合、家屋の増改築、新築、滅失や土地の

分合筆等の経年の異動に係 る図形データの更新処理機能 についてア ンケー トした ものである。

これをみ ると、地図情報の更新機能を有す る団体 も多い。
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A表9-7入 出力機能の形態

本設問に回 ア ンケー ト

区 分 回答団体数
答のあった 対象団体に

団体に占め 占める割合

る割合(%) (%)

(ア)バ ッチ処理 24 22 7

(イ)マ ウス等による画面入力処理 74 69 22

(ウ)そ の 他 9 8 3

(注)割 合の合計は四捨五入の関係で100%と はならない。

本設問はデータの入出力機能の形態についてア ンケー トしたものである。

これをみると、入出力機能 については、4分 の1が バ ッチ処理、4分 の3が マウス等 によ

る画面入力処理を行 ってお り、即応性が求め られていることがわか る。
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エ 税情報(属 性情報)フ ァイル

Qデ ータ化を行 った地図情報 と結び付ける税情報(属 性情報)の フ ァイルにはどのようなも

のがあるのか。

A表10-1

アで(ア)か ア ンケー ト

ら(ウ)と 回 対象団体に

区 分 回答団体数 答 した団体 占める割合

に占める割 (%)

合(%)

標準宅地番号 91 50 28

標準宅地価格 所 在 83 45 25

(ア)等 キー ファイ 価 格 84 46 25

ル 前基準年度価格 65 36 20

そ の 他 4 2 1

街路要因 68 37 21

標準宅地価格 交通接近要因 62 34 18

(イ)形 成要因 フ ァ 環境要因 62 34 18

イル 行政的要因 61 33 18

そ の 他 1 1 0

路線番号 99 54 30

路線価 キーフ(ウ)路 線 価 98 54 30

ァイル 前基準年度路線価等 67 37 20

そ の 他 5 3 2

街路要因 69 38 21

路線価価格形 交通接近要因 65 36 20

(エ)成 要因 ファイ 環境要因 63 34 19

ル 行政的要因 61 33 18

そ の 他 2 1 1

土地所在 147 80 45

地 積 141 77 43
土地(補 充)(オ)

課税台帳
現況地目 146 80 44

所有者 コー ド 135 74 41

そ の 他 25 14 8

家屋所在 119 65 36

床 面 積 111 61 34
家屋(補 充)(力)

課税台帳
用 途 114 62 35

所在者 コー ド 111 61 34

そ の 他 22 12 7

所有者漢字氏名 72 39 22
宛名(送 達先

(キ)等管理)情 報
送 達 先 61 33 18

所有者コー ド 71 39 22
フ ァイル

そ の 他 5 3 2

本設問はデータ化を行 った地図情報 と結び付ける税情報(属 性情報)の ファイルについて

ア ンケー トした ものであ る。

これをみ ると、区分 に具体的に明示 した属性情報の範囲内で地図情報 と結び付いているこ

とがわか る。
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A表10-2標 準化の希望

アで(ア)か ア ン ケ ー ト

ら(ウ)と 回 対象団体に

区 分 回答団体数 答 した団体 占める割合

に占める割 (%)

合(%)

標準宅地価格等キーファイル 27 15 8

標準宅地価格形成要因ファイル 27 15 8

路線価キーファイル 27 15 8

路線価価格形成要因ファイル 26 14 8

土地課税台帳 24 13 7

家屋課税台帳 28 15 8

宛名(送 達先等管理)情 報 ファイル 18 10 5

本設問は前設問の各税情報(属 性情報)の ファイルについて、今後、全国的な標準 フォーマ ッ トの

作成 について アンケー トした ものであ る。

これをみ ると、各種情報のフ ァイル とも同 じような割合で標準 フォーマ ッ トの作成への希望がある

ことがわか る。
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Ⅲ 固定資産税業務の地図情報の利活用に関する意見

前 出の 「固定資産の地図情報の利活用等に関する調」の中で、同時に地図情報のデータ化に関す る

意見を記入 していただいた。

意見を求めた項 目は、1.地 図情報の整備状況等について(1)データ化の状況(2)データ化を進め られ

ない理由(3)データ化を図 った理由等(4)地図情報のデータ化及び、 システム化の整備及び運用方法、2 .

データ化を行 った地図情報の システム化の状況について(1)システム化の形態、3.そ の他、(1)地図情

報のデータ化の利点(2)電算化 した場合の具体的な活用方法(3)電算化 についてのその他の意見等 につい

てである。当該各団体の地図情報 システム化の状況を基に、整備 ・運用方法、機能の形態、将来の計

画 ・電算化採用 に当たっての考え方及び問題点などを記入 していただいた。

記入 された ものについて、同 じ趣 旨の意見 と思われるものは一つにまとめ、集約 した ものが、次の

事項 ごとに番号を付 した ものであ る。

意見の中か ら全体 的な傾向 として うかがえることは、地図情報のデジタル化は進めているが システ

ム化は考えていない、固定資産税関係ではシステム化を進めているが、他部署 との関連性 は有 してい

ない、全庁のOA化 について検討中、 といった意見 もあるが、大半が、必要性は認めなが らも予算等

の諸条件が整わず今後の検討課題 といった意見が多い ことである。

地図のデ ジタル化、 システム構築業務は民 間委託が一般的であるため、各社まちまちのフォーマ ッ

トによるシステム化が行われ経費の無駄が考え られ るので全国的 に統一 したデータ化の標準 フォーマ

ッ トを策定 して欲 しいとい う意見があった。

1.地 図情報の整備状況

(1)地 図情報のデータ化の状況 について

既 にデー タ化及 びシステムを開発 し稼働中(機 器の導入、又は委託)で ある、地図のデジタル

化 は完了 しシステム開発中、固定資産関係分だけのデータ化 までで システム開発 は考えない、他

部署 とは連動 して いない、全庁的にOA化 について検討中、 という意見が見 られる。

諸条件が整わず、デ ジタル化、 システム化は部分的、部署単位の ものにな っているように見受

け られ る。

1固 定資産税関係の情報 はデータ化を進めているが他の部署でのデータ化 はされていない

2現 在データ化作業 中でありシステム化 について は開発の必要性を今後検討する

3筆 界情報だけデータ化 し登記簿表示部 データとリンク した地籍管理 システムは稼働 している

4全 庁のOA化 についてプロジェク トチームを作 り検討中でありその中に地図情報 も含 まれて

いる

5都 市計画市街化区域 についてデータ化を完了 し、本年度以降市街化調整区域部分をデータ化

してい く、 システム化 は検討中
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6固 定資産税関係においては一部 データ化 中で ありシステム化について も平成6年 度よ り一部

開発予定で検討 中

7固 定資産税の課税 データは入力 したが、他業務への活用は未定である

8地 図情報のデータ化が目的でな く、固定資産税の課税資料整理をす る中で現況地番図等の情

報をデータ化中である

9市 街地宅地評価法の適用地域 について は、都市計画基本図に路線データを数値化ずみ

10業 者に委託 し、データ化及び出力データは活用 しているが、 自己処理、運用については未定

である

11現 在一部地域について地番図の作成、デ ジタル化を進めているが地図情報のデータ化 は導入

予定 はない

12固 定資産税課において地図情報のデータ化を実施 したが全庁的には検討 中であ る

13市 街地宅地評価法適用地域についてのみ、データ化 し、磁気テープで管理 している、必要 に

応 じて図面の出力を行 っている、データ化か ら図面出力まですべて委託である

14地 番図、家屋図を委託作成中、 システム化 は可能 と考え る

15デ ータ化 による地番現況図、地 目現況図を委託 によ り作成中

(2)地 図情報のデータ化を進め られない理 由について

各意見を集約す ると、地番現況図の未整備、国土調査の未実施、固定資産の評価用のみの地図

情報であるため他の行政分野での利用頻度が低い、時期 尚早 とい う意見が見 られ る。

地図データ化のための基図の未整備、データ化 に当た って利用頻度、経費等の理 由によ り進 め

られていないように見受け られる。

1固 定資産税の適正 な課税を目的 として、データ化を図った、 このデータの利活用について都

市計画、下水道など個 々に検討があるようだか利活用について明確でない、又、コス トについ

て も問題があると思われ る

2シ ステム利用方法及び費用対効果の検討を今後行 う

3土 地地番現況図の整備がで きていないため、データ化、 システム化へは時期尚早 と思われ る

る

4国 土調査が未実施のため、字図 と航空写真を整合 させなが ら地番図を作成 した、データ化 は

終了 しているが、あ くまで評価用であるため、全庁的利用が難 しくシステム化予算が確保 しに

くい

5平 成9年 評価替え時の路線価公開に向けては、基図作成、データ入力を システム評価 と並行

して作業中であるが、 システム化 について は利用頻度等か ら検討中

6固 定資産税課以外の部署で地図情報の利活用 について打合せが不十分
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(3)地 図情報のデータ化を図った(又 は予定)理 由(目 的)に ついて

固定資産税課で評価のための地図情報のデータ化を単独で進めていたが、他部署 と共有できる

地図のデータベース化を図り経済効率を高める方法、他部署で地図のデータ化が図られていたの

でそれを活用 し固定資産税業務のデータ化を進めたいという意見が見られる。

地図データは行政情報 ・技術情報の計画、管理に利活用され、投資効果を高めることか ら順次

データ化が図られているように見受けられる。

1路 線価付設時に電算処理するため

2庁 内で使用されている地番図の一元管理(地 籍管理システム、固定資産管理システム、農政

管理 システム、公有資産管理 システム、上下水道管理システム)を 予定 している

3固 定資産税課以外の部署で、さまざまな図面が作られ内容が重複する部分があり、多重投資

的なこととなっていたため地図データベースの一元化と多目的利用を行うことで経費効率を高

める

4固 定資産税課以外の部署で、データ化が進められたが、固定資産評価の適正化 ・能率化のた

めデータ化を進めた

5税 務課における地図情報のデータ化は課税の適正化を目的としてデータ整備等に着手するこ

ととしたが町理事者より、道路台帳、上下水道台帳並びに地籍図のデジタルマ ップ化を図り相

互のデータ利用により経費効率を高めることで予算化が現実 した

6固 定資産における課税適正化のために、全筆、全棟調査業務、地番図、家屋図の整備をする

予算を要求 したところ3役 協議で他課の緊急度の高い地図、台帳図類の整備を固定資産の予算

化と併せて同時に実施する予算が示され予算化が図られた

7課 税客体の把握のため、地番図、家屋図の作成を行っている土地評価の適正化 ・均衡化のた

め構築 した評価 システムと評価基図を リンクさせるため地図情報のデータ化を図り評価作業に

むける

8土 地評価 システムは、測量基準点情報 システム、土地境界情報 システム、地図情報システム

の3つ のシステムを リンクさせることにより、他の部署が所有するデータを、相互利活用でき

る土地に関する全庁総合システムの構築を主旨としている

9固 定資産税担当部署における地図情報のデータ化は、評価等の適正化 ・均衡化を目的として

進められたが、一方、このデータを基に都市計画、農業、建設等全庁的なシステム構築を行 う

構想がある

10都 市計画基本図の全面更新に当たり、将来的なデータ共有と業務の効率化、高度化を考慮 し、

白地図のデジタルマップ化を決定 した、今後、地図を利用する業務を順次システム化 していく

11固 定資産税を主目的として予算化を図ったが、他部署(上 下水道、道路、都市計画等)に お

ける地図情報データ相互利用を図り、効率を高めようと拡大する

12固 定資産税課における地図情報のデータ化は、評価、課税の適正化を目的としてデータ整備
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等に着手することとしたが、同時期に都市計画担当部署における都市計画図のデジタルマ ップ

化計画があ り、相互のデータ利用を図 り経費効率を高めることで予算化が実現 した

(4)地 図情報のデータ化 ・システム化の整備及び運用方法について

地図情報の システム化 については初期 データ化、データメンテナ ンス及び システム開発は委託、

運用は内部、ただ し、大図郭、大量 出力は委託、又は全てを委託、一部事務組合で処理するとい

う意見が見 られ る。

地図情報データ化、入力、更新、出力等 は、 コンピュータ、ネ ッ トワー ク、出力機器 といった

ハ ー ドウエア環境 と各 システムを機能 させ るための システムソフ トウエア環境の組み合わせによ

る種 々の運用方法が見受け られ る。

1初 期データ化、 データメンテナンス及 びシステム開発 は委託 とし、運用 は内部処理を予定 し

ている、 ただ し、図面 出力 において、A3規 格の出力 は内部処理で可能であるが、大図郭(A

2以 上)で 大量図面の出力は委託により行 う

2初 期データ化及びデータメンテナ ンスは委託 とす るが、運用 は内部処理

3固 定資産関係 について は現在委託で対応 しているが、今後は検討中

4デ ータ化及びメンテナ ンスと地図の出力全て委託で行 っているが、 システムかは内外 どち ら

の予定 もない

5初 期データ化、 システム開発及 びメ ンテナ ンスは委託処理、 なおデータの検索、ハー ドコ

ピーによる出力 は内部処理するが、図面の出力製本等は委託する

6初 期 データ化及び システムの初期開発は委託 したがく運用 は内部処理である、ただ し、国土

調査、土地改良、区画整理等、広範囲のデータの修正、整備 については別途委託で行 う

7地 図情報 システム化 については、今 後開発を予定 しているが、運用方法等 について は未定

8シ ステム開発は委託、処理作業は内部及び委託、運用方法 については検討 中

9デ ー タ化は委託、メ ンテナ ンス、運用 は内部、 システム開発は併用

10地 図情報のデータ化及びメンテナ ンスは委託す るが、 システム開発及び運用 は、一部事務組

合で処理 している

11一 部地域の地番図の初期 データ化を委託 しているが システム開発及び運用については全庁で

検討 中

12デ ータ化 ・メ ンテナ ンス及び システム開発 は委託 とす るが、運用 は内部処理

2.デ ータ化を行 った地図情報の システム化の状況

(1)地 図情報 システムの形態について

データベース化 し、画面表示、検索、集計、図面出力機能 を もった システムで内部処理を行 っ

ている。 メ ンテナ ンス及び出力は委託 という意見が見 られ る。

-62-



システム機能形態は、ハー ドウエア環境 とシステムソフ トウエア環境の組合わせ により種 々の

あ り方が見 られ る。

1図 面の仮更新 は内部で、本更新及び属性データの更新は委託、また、 出力 はレーザービーム

プ リンターのみ

2路 線価区域 においてデータベース化 しているが、委託先とオ ンライン化 されていないので当

分の間、出力 された図面で対応 している

3委 託 によ り行 ってお り、年 に1回 出力を依頼 している

4デ ータをデータベース化 しコンソール画面で表示 し、検索、集計、図面出力機能を有す るシ

ステムであ る

5入 力更新機能はないが検索、編集、図面 出力機能を有 してい る

6委 託により図面の出力を行 ってい る

7委 託社会にデータベース化 し保管

8画 面に表示 し、検索、 出力の機能を持 っている

9現 状は画面の表示のみであるが検索、出力機能を検討 している

10デ ータの入力、メ ンテナ ンスは全て委託、成果品 として図面等を出力依頼 している

3.そ の 他

(1)地 図情報のデータ化の利点 と思われ るの は何ですか

固定資産の現況の把握、課税内容の検証、異動の更新が容易、 レイヤーの重ね合わせ機能によ

り必要な図形情報を画面 に表示、 出力が迅速に行え、作業の効率化が図 られるという意見が見 ら

れる。

地図情報のデータ化は、課税業務の均衡化 ・正確化 ・省力化 ・迅速化が図 られ るという考えが

見受 けられ る。

1文 字情報 としての課税台帳の内容を ビジュアルに把握することにより課税 内容の検証作業の

効率化がで きる

2土 地評価 における必要事項物件の出力が可能 となり、部分的または全体的な土地現況を容易

に把握す ることがで きる

3高 い精度で異動更新が容易 にで きる

4必 要な事項を示 した図面を、任意の縮尺で、任意の区域指定で 出力することがで きるため、

図面作成の時間を大幅に短縮す ることがで きる

5地 図情報データと課税データを併用活用す ることで、単純な課税誤 りは色分表示等によ り、

大幅 に防 ぐことがで きる(目 的、価格、画地認定、負担調整率等)

6異 動処理を行 ってい くことで、常に最新 データを得 ることができる

7家 屋評価の追加によ って間取図 と配置図(家 屋図)の リンクが可能 となるなど情報管理の高
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度化、省力化が可能 とな る

8レ イヤーの重ね合わせ、属性付加 により、多目的に応 じた多様な地図表現が可能、数値 情報

であるため(座 標数値の確認がで きれば)精 度の異な る測量成果を組み合わせ利用できる、検

索、抽出、集計、一覧等の処理を迅速に行 うことがで きる

9課 税上の住宅用地の認定の把握が容易、現況地 目の変化の把握がで きる、縮尺がまちまちの

図面を統一 して、ひ とつの図面作成が容易、図面 とおのおのの台帳類が連動 して把握で きる、

評価か ら課税 までを図面で統一 して整理す ることがで きる

10将 来的に、データの積み上げによ り対応業務拡大が図 られ、エラー発見 に対す る省力及 び精

度の向上

(2)地 図情報を電算化 した場合の具体的な活用方法はどのような ものを考えていますか

現況 に整合 した地図情報をデータ化す ることによ り、窓口業務支援、他部署での利用、評価業

務に要す る用途地区 ・状況類似地域(区)区 分図面の見直 し、比準 システム支援 によ り、その他

の街路の路線価の算出及び均衡化、画地計算 システムの支援 により省力化 ・誤評価の防止が可能

であるいう意見が見 られ る。

データ化す ることによりシミュレー ション、評価の均衡化、正確性が図れるという考えが見受

け られ る。

1家 形情報 と住民基本台帳 との リンクにより、行政事務の統計結果及び対象を図面上に表示す

ることによ り、広い分野で活用を図 ることがで きる

2委 託業務を行 った作業 ファイルを職員が効率 よく検証できる

3ホ ス トコンピュータとの直結等、または、家屋評価 システム、光ディスク等により総合的な

管理 ・課税 システムに利用できる

4窓 口業務支援、他部署での利用

5画 地条件の見直 し(補 正項目等)及 び現況把握

6固 定資産税の地図情報 として は、国土調査により集成図、地籍図形式 とは別に、未登記 によ

る道路分筆線の表示、同一地番の中で課税上分筆線等を表示す ることにより、実際の課税のた

めの土地、家屋現況図と して活用で きる

7土 地データと路線価、状況類似地域(区)区 分図面 との突合による価格のチェック、一画地

データの地図表示、一筆評価の計測を コンソールを実施 し、比準表か ら自動で比準率を得 るこ

とがで きるような評価支援 システムによる評価の均質化、省力化 と誤評価の防止

8現 況 に整合 した地図を作成 し、航空写真の情報 によって画地認定の検証 と間口、奥行の計測

を行 う
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(3)地 図情報の電算化(デ ータ ・システム化)に ついてのその他の意見について

地図情報の電算化の定義の確立、全国的な標準 フォーマ ッ トの作成、全庁的な地図情報データ

ベースの検討、財政支援策が講 じられないかとい った意見が見 られ る。

地図のデータ化を行 うに当たって全庁 的な システム化のあ り方、全国的に統一された標準 フ

ォーマ ッ トの策定を要請す るという意見が見受け られる。

1ベ ースマ ップの定義が明確 にされていないために地図情報 というものが理解 しにくい もの と

な っている

2地 籍図と地番現況図 との関係について、通達等により明確 にす る必要がある

3デ ー タ化などの段階で企業 との共同作業 による開発等が多 く、委託企業が使用す るフォーマ

ッ トによりシステム化等が進め られ る例が見 られ標準 フォーマ ッ トの一元化 は難 しい状況 にあ

る、そ こで、今後 データ化、 システム化を進める初期段階で使用可能な一定の フォーマ ットを

作成す る必要がある

4地 図利用の全庁的な共同利用を推進す るために、道路、上下水道、都市計画等の全国的な標

準フォーマ ッ トの作成の推進を図ること

5電 算処理の業務は広域で行 ってい るが単独で地図情報 システムを行 う必要がある

6地 図情報の電算化につ いて は、開発段階で専門的な内容か多 く、業者 まかせにな りがちであ

るが、全庁的な利用を図ろうとす る構想があ る場合 には中期的開発 目的を明確に して、その内

容を業者 につげて開発 してい く必要が ある

7全 庁的なニーズを調査 し、共通地図を各課で利用す ることにより、経費効率を高める

8地 図情報 システムに限 らず、電算関係においては、 システム操作やプログラムの開発等、専

門的業務 になるため、導入後 もシステムのサポー トを して くれる業者がいないと、 システムを

正常 に稼働 させ ることはで きない ものであるが、特 に固定資産評価のための地図関係 は、東北

地方ではまだ普及されていない ことや、出来合いのプ ログラムがない、 システムサポー トをで

きる業者が少ない等、地図情報に関す る実績のある市 町村 も業者 もいないため、 システムを導

入 してか ら結果を得 るまでにはある程度期間を要す る

9デ ータのメ ンテナ ンス方法、体制を明確 にす ること、 システム構築が目的でな く、将来的に

利用 され るものをつ くる、間違 った情報を提供 した場合の責任の とりかたを明確 にす る、管理

型(検 索)か ら計画支援型(シ ミュレー ション)へ の発展、データ保護、個人情報保護の確立

10デ ータの更新管理について、費用、方法を明確にする、地籍調査のデータを使用す る場合 は、

管理精度の問題を明確 にする、部分的な地図情報化を図 る場合 には、将来性を考えネ ッ トワー

ク対応 に配慮す る

11地 図情報の電算化は将来的 に必要であ り導入 したい と考え るが、財政基盤の弱い団体で は費

用の ことを考え ると導入 にふみきれない、国おいて も各行政分野(上 下水道、道路)か ら財政

支援を講 じていただ きたい
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12現 在では、固定資産、都市計画、防災、水道等各部所で、独 自のデータ化 に向か って システ

ムの開発を行 っている、委 託業者間において も、フォーマ ッ トの公開がなされない限り経費の

無駄使 いとな るため、早期にデータ化技術の標準化 と、データの標準 フォーマ ッ トの作成を願

いたい

おわ りに

本委員会の目的である固定資産税業務 における地図情報の利活用の標準的 システムのあ り方 に

ついての調査研究す るため、その第一段階 として本年度は、 「地図情報の整備状況等」、 「地図情

報のデータ(図 形 データ)種 類 ・構造」、「図面の整備状況」、 「データ化を行 った地図情報の シス

テム化の状況」等のそれぞれ地図情報の利活用、 システムの しくみ、運用方法 に関 して全国330

の市 町村を対象にアンケー ト調査を行い、各団体の実態について把握す ることがで きた。

また、同時に、地図情報のデータ化の利点、地図情報を電算化を した場合の具体的な活用方法、

地図情報の電算化(デ ータ化 ・システム化)に ついて各 々意見をいただ き、それ らに基づ き固定

資産税業務 における地図情報の利活用 に関する調査結果の考察を行 ったところである。

さらに、福 島県船引町、静岡県磐 田市、京都府城陽市、神奈川県横浜市の、各市の御協力を得

て地図情報の利活用の実態について調査を行 った ところである。

次年度以降本委員会で は、本年度の調査研究を踏まえ、調査研究事項で掲げた項目について本

年度ア ンケー ト調査の結果等 に基づ き、団体規模等を考慮 に入れなが ら引 き続 き固定資産税業務

における地図情報の利活用状況について調査研究を進 めることとす る。
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